
施策評価の概要
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『島根総合発展計画』～3つの基本目標・15の政策・66の施策～ 

基本目標 政  策 施  策 

Ⅰ 

・ 

活 

力 

あ 

る 

し 

ま 

ね 

産 
 

業 
 

振 
 

興 

１．ものづくり・IT 産業の振

興 

１.県内企業の経営・技術革新の支援 

２.ソフト系 IT 産業の振興 

３.新産業・新事業の創出 

４.企業誘致の推進 

２．自然が育む資源を活か

した産業の振興 

１.売れる農林水産品・加工品づくり 

２.県産品の販路開拓・拡大の支援 

３.農林水産業の担い手の育成・確保 

３．観光の振興 
１.地域資源を活用した観光地づくりの推進 

２.情報発信等誘客宣伝活動の強化 

４．中小企業の振興 

１.特色ある技術・材料を活かした取組みの促進 

２.経営安定化の支援 

３.商業の振興 

５．雇用・定住の促進 

１.産業人材の育成 

２.雇用・就業の促進 

３.就業環境の整備 

４.U・I ターンの促進 

６．産業基盤の維持・整備 

１.高速道路網の整備 

２.航空路線の維持・充実 

３.空港・港湾の維持・整備 

Ⅱ 

・ 

安 

心 

し 

て 

暮 

ら 

せ 

る 

し 

ま 

ね 

１．安全対策の推進 

１.危機管理体制の充実・強化 

２.消防防災対策の推進 

３.原子力安全・防災対策の充実・強化 

４.治安対策の推進 

５.交通安全対策の推進 

６.消費者対策の推進 

７.災害に強い県土づくり 

８.食の安全の確保 

２．健康づくりと福祉の充実 

１.健康づくりの推進 

２.地域福祉の推進 

３.高齢者福祉の推進 

４.障がい者の自立支援 

５.生活衛生の充実 

６.生活援護の確保 

３．医療の確保 

１.医療機能の確保 

２.県立病院における良質な医療提供 

３.医療従事者の養成・確保 

４．子育て支援の充実 

１.子育て環境の充実 

２.子育て福祉の充実 

３.母子保健の推進 

５．生活基盤の維持・確保 

１.道路網の整備と維持管理 

２.地域生活交通の確保 

３.地域情報化の推進 

４.都市・農山漁村空間の保全・整備 

５.居住環境づくり 

６.地域コミュニティの維持・再生 

 

 

   

基本目標 政  策 施  策 

Ⅲ 

・ 

心 

豊 

か 

な 

し 

ま 

ね 

１．教育の充実 

１.学校･家庭･地域の連携協力による教育の充実 

２.発達段階に応じた教育の振興 

３.青少年の健全な育成の推進 

４.高等教育の充実 

２．多彩な県民活動の推進 

１.生涯を通じた学習と社会貢献活動の推進 

２.スポーツの振興 

３.文化芸術の振興 

３．人権の尊重と相互理解の推

進 

１.人権施策の推進 

２.男女共同参画の推進 

３.国際化と多文化共生の推進 

４．自然環境、文化・歴史の保

全と活用 

１.多様な自然の保全 

２.自然とのふれあいの推進 

３.景観の保全と創造 

４.文化財の保存・継承と活用 

５.環境保全の推進 

６．再生可能エネルギーの利活用の推進 

 

計画の推進に向けた県の基本姿勢 

１.県民の総力を結集できる行政の推進 

２.市町村との更なる連携による行政の推進 

３.財政健全化に向けた改革の推進 

４.迅速に活動できる組織の運営 

５.政策推進システムの充実 

 

 

 

島根総合発展計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次実施計画 

（H24～H27 年度末） 

島根の将来像 

基本目標 

3 本  

施策 66 本 

事務事業 725 本 

政策 15 本 

事務事業評価 

施策評価 

（政策評価） 

基本構想 

概ね 10 年後 

(H30 年頃) 

第２次実施計画 

（H24～H27 年度末） 

基本構想 

概ね 10 年後 

(H30 年頃) 

島根の将来像 

基本目標 

(3 本)  

施策(66 本) 

事務事業 

政策(15 本） 

事務事業評価 

施策評価 

（政策評価） 

第２次実施計画 

（H24～H27 年度末） 

基本構想 

概ね 10 年後 

(H30 年頃) 

「豊かな自然、文化、歴史の中で、 

県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」 



頁 所管部局 頁 所管部局

施策Ⅰ－１－１　県内企業の経営・技術革新の支援・・・・・・・・・・・・・・・ 1 商工労働部 施策Ⅱ－３－１　医療機能の確保 健康福祉部

施策Ⅰ－１－２　ソフト系IT産業の振興 商工労働部 施策Ⅱ－３－２　県立病院における良質な医療提供・・・・・・・・・・・・・・・ 14 病 院 局

施策Ⅰ－１－３　新産業・新事業の創出 商工労働部 施策Ⅱ－３－３　医療従事者の養成・確保 健康福祉部

施策Ⅰ－１－４　企業誘致の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 商工労働部 施策Ⅱ－４－１　子育て環境の充実 健康福祉部

施策Ⅰ－２－１　売れる農林水産品・加工品づくり 農林水産部 施策Ⅱ－４－２　子育て福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 健康福祉部

施策Ⅰ－２－２　県産品の販路開拓・拡大の支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 商工労働部 施策Ⅱ－４－３　母子保健の推進 健康福祉部

施策Ⅰ－２－３　農林水産業の担い手の育成・確保 農林水産部 施策Ⅱ－５－１　道路網の整備と維持管理 土 木 部

施策Ⅰ－３－１　地域資源を活用した観光地づくりの推進 商工労働部 施策Ⅱ－５－２　地域生活交通の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 地域振興部

施策Ⅰ－３－２　情報発信等誘客宣伝活動の強化・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 商工労働部 施策Ⅱ－５－３　地域情報化の推進 地域振興部

施策Ⅰ－４－１　特色ある技術・材料を活かした取組みの促進 商工労働部 施策Ⅱ－５－４　都市・農山漁村空間の保全・整備・・・・・・・・・・・・・・・ 17 土 木 部

施策Ⅰ－４－２　経営安定化の支援 商工労働部 施策Ⅱ－５－５　居住環境づくり 土 木 部

施策Ⅰ－４－３　商業の振興 商工労働部 施策Ⅱ－５－６　地域コミュニティの維持・再生・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 地域振興部

施策Ⅰ－５－１　産業人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 商工労働部 施策Ⅲ－１－１　学校・家庭・地域の連携協力による教育の充実 教 育 庁

施策Ⅰ－５－２　雇用・就業の促進 商工労働部 施策Ⅲ－１－２　発達段階に応じた教育の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 教 育 庁

施策Ⅰ－５－３　就業環境の整備 商工労働部 施策Ⅲ－１－３　青少年の健全な育成の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 健康福祉部

施策Ⅰ－５－４　Ｕ・Ｉターンの促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 地域振興部 施策Ⅲ－１－４　高等教育の充実 総 務 部

施策Ⅰ－６－１　高速道路網の整備 土 木 部 施策Ⅲ－２－１　生涯を通じた学習と社会貢献活動の推進 環境生活部

施策Ⅰ－６－２　航空路線の維持・充実 地域振興部 施策Ⅲ－２－２　スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 教 育 庁

施策Ⅰ－６－３　空港･港湾の維持・整備 土 木 部 施策Ⅲ－２－３　文化芸術の振興 環境生活部

施策Ⅱ－１－１　危機管理体制の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 防 災 部 施策Ⅲ－３－１　人権施策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 環境生活部

施策Ⅱ－１－２　消防防災対策の推進 防 災 部 施策Ⅲ－３－２　男女共同参画の推進 環境生活部

施策Ⅱ－１－３　原子力安全・防災対策の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・ 8 防 災 部 施策Ⅲ－３－３　国際化と多文化共生の推進 環境生活部

施策Ⅱ－１－４　治安対策の推進 警 察 本 部 施策Ⅲ－４－１　多様な自然の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 環境生活部

施策Ⅱ－１－５　交通安全対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 地域振興部 施策Ⅲ－４－２　自然とのふれあいの推進 環境生活部

施策Ⅱ－１－６　消費者対策の推進 環境生活部 施策Ⅲ－４－３　景観の保全と創造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 土 木 部

施策Ⅱ－１－７　災害に強い県土づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 土 木 部 施策Ⅲ－４－４　文化財の保存・継承と活用 教 育 庁

施策Ⅱ－１－８　食の安全の確保 健康福祉部 施策Ⅲ－４－５　環境保全の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 環境生活部

施策Ⅱ－２－１　健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 健康福祉部 施策Ⅲ－４－６　再生可能エネルギーの利活用の推進 地域振興部

施策Ⅱ－２－２　地域福祉の推進 健康福祉部 施策１　県民の総力を結集できる行政の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 政策企画局

施策Ⅱ－２－３　高齢者福祉の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 健康福祉部 施策２　市町村との更なる連携による行政の推進 地域振興部

施策Ⅱ－２－４　障がい者の自立支援 健康福祉部 施策３　財政健全化に向けた改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 総 務 部

施策Ⅱ－２－５　生活衛生の充実 健康福祉部 施策４　迅速に活動できる組織の運営 総 務 部

施策Ⅱ－２－６　生活援護の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 健康福祉部 施策５　政策推進システムの充実 政策企画局

　

目　　　　　次

　※　所管部局：施策を構成する事務事業を複数部局で実施している場合の主たる事務事業を所管する部局



24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

億円 3,639 3,416 4,060

万円 849 834 943

人 1,152 1,123 1,260

億円 175 178 190

施策Ⅰ-１-３
新産業・新
事業の創出

○県内企業の新事業展開を促

進するため、県や大学等で取

り組む新技術・新材料の開発

成果を県内企業へ技術移転し

事業化を進めます。また、企

業が行う新製品や新技術、新

たなサービス等の研究開発を

支援します。

Ｂ

○事業化件数は順調に伸びているが、
出荷額の増大が課題である。

○新技術を創出する「先端技術イノ
ベーションプロジェクト」をＨ25年度
から開始するが、早期の技術移転を図
るため、県内企業と密接に連携した研
究開発を進めることが求められる。

○企業の新製品・新技術への取り組み
として、具体的な取引先からのオ
ファーに基づく出口（取引）に近い取
り組み案件は多いが、中長期的な研究
開発を要する戦略的な新製品・新技術
への取り組みは少ないため、この点を
促進していくことが必要である。

件 70 75 100

○新産業創出プロジェクトでは、事業化を更に進展させるため、引き続き
フォローアップを実施する。

○先端技術イノベーションプロジェクトでは、推進・評価会議を設置し、市
場の動向に適宜対応しながら事業の進捗をチェックし、早期の事業化を目指
す。

○市場動向を的確に把握した戦略的かつ提案型の新製品・新技術開発を推進
するため、産業技術センターや商工団体など関係機関が連携し、新製品・新
技術開発助成事業案件の掘り起こしを行う。

施策目的の達成に向けた進行状況と取組みの方向性

○経営力・技術力・販売力の

強化や、独自の商品開発等に

よる起業や新規事業への進出

を促すことにより、県内企業

の競争力を高め、収益力の向

上を目指します。

県内企業が新技術や新
素材を活かした商品化
や事業化を展開した件
数（累計）

目的

単位指標名等

製造業の従業員１人当
たり年間付加価値額

県内製造業の年間付加
価値額

ソフト系ＩＴ産業の従
業者数

○多様化、高度化する顧客

ニーズに対応できる情報産業

群の形成に向け、ソフト系IT

技術者を育成するとともに、

大都市からの業務の獲得を

支援し、ソフト系ＩＴ企業の

事業拡大を目指します。

施策名

施策Ⅰ-１-２
ソフト系Ｉ
Ｔ産業の振
興

施策Ⅰ-１-１
県内企業の
経営・技術
革新の支援

○県内のサプライチェーンを維持しながら県内企業が連携して戦略的に行う
設備投資や海外展開などを支援する緊急対策事業を引き続き実施し、県内企
業の収益力向上と県内連携（域内循環）の拡大、県内雇用の維持・拡大を図
る。

○厳しい経営環境に対応できるよう、しまね産業振興財団や産業技術セン
ターを通じて、経営・技術・販売力の強化に向けた取り組みを個社毎に継続
的・総合的に支援する。

○特殊鋼産業や鋳造産業、水環境産業、石州瓦産業など県内ものづくり産業
の強みとなる集積産業において、企業が連携して行う成長分野への参入や新
技術の習得などを支援する。

○貿易支援機関が連携し、Ｈ23年２月に策定した「島根県における今後の貿
易に関する検討報告書」に基づき、対象国・地域や品目毎の取り組みを実行
するために「県輸出促進支援プロジェクト」により、事業者の海外への輸出
展開や販路開拓に向けた取り組みを支援する。

○企画力・提案力のある専門性の高い人材を育成・確保するため、県内ＩＴ
業界、しまね産業振興財団等との連携により業界が必要とする内容の講座開
催等に取り組む。

○自社固有の商品やサービスの開発、県内ＩＴ企業と異業種企業との連携に
よる新しいビジネスモデルが事業に繋がるようにするため第一線で実践中の
実務家等から具体的かつ十分なアドバイスを受けられるよう支援する。

○大都市からの業務獲得のため販路開拓等の支援に取り組む。

○サービス内容に強み、特徴を持った県外ＩＴ企業の誘致を促進する。

今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

ソフト系ＩＴ産業の年
間売上高

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標

○県内製造業の年間付加価値額は、対
前年では全国平均より増加率が高く(全
国平均0.8％、島根県1.4%)、概ね目標
どおりであった。

○海外調達の拡大などコスト競争が激
しく今後益々先が見通しにくい状況が
予想されるため、本県の製造業の付加
価値額増加に向けて、よりしっかりし
た支援を行っていく必要がある。

○浜田港振興会の活動を強化し、積極
的なポートセールスや利用環境の向上
を図るとともに、ロシアビジネスサ
ポートデスクを開設するなど、ロシア
貿易拡大に向けた支援を行い浜田港の
利活用を促進した。

Ｂ

○対前年で従業員数37人増、売上高13
億円増と概ね順調に伸びている。

○売上高の伸びを従業者数の増加に繋
げていくためには、付加価値の高い業
務の拡大が不可欠であるため、今後は
より専門性の高い人材の育成や自社固
有の新商品・新サービスの構築に取り
組む必要がある。

政策

基
本
目
標

Ⅰ
活
力
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る
し
ま
ね

1

ものづく
り・ＩＴ
産業の振
興

Ｂ

※）総合的な評価 「Ａ」順調に進んでいる 「Ｂ」概ね順調に進んでいる 「Ｃ」あまり順調に進んでいない
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

1

ものづく
り・ＩＴ
産業の振
興の振興

施策Ⅰ-１-４
企業誘致の
推進

○県内産業の高度化や活性化

などに波及効果の高い企業の

誘致や、県内工場の生産拠点

化を進め、産業クラスター形

成の促進と産業活動の足腰の

強化を目指します。

Ｂ

○H24年度の認定企業数は16件、増加従
業員数は238人と目標を下回ったが、高
い技術力を持った企業の新規立地や増
設が続いている。

○県外からの新規認定は７社(H23は４
社)と増加しており、企業立地セミナー
の複数開催や企業誘致専門員の積極的
な活用等により、県外からの新規立地
が伸びている。

○既立地企業に対するきめ細やかな
フォローにより、増設や生産拠点化へ
のタイミングを的確に捉えることがで
きている。

○一方で案件が県東部に偏っているこ
と、また県営工業団地への立地が減少
している等の課題も顕在化している。

人 500 238 2,000

○現行の優遇制度の検証を行った上で、他県との競争力のある、企業にとっ
てより魅力のある制度への変更を検討し、新規立地の可能性を高めていく。

○優遇制度の変更にあたっては、一部の地域に立地が偏ることなく、西部や
中山間地域にも立地が進むように制度設計を工夫する。

○企業の増設や生産拠点化のタイミングを的確に把握するために、引き続き
きめ細やかなフォローを徹底していく。

○企業が求めている人材を確保できるように、必要に応じて、国、県、市町
村、関係経済団体等が連携し、個別企業各事案ごとに人材確保チームを組織
するなど、実効性のある対応を行う。

○県営工業団地の魅力向上に関しては、工業用水・高速通信・高圧電力など
の利用環境改善について、企業からの要望や費用対効果を勘案し、できるも
のから速やかに対応する。

ha 280 346 310

％ 29 30 35

億円 206 199 220

件 56 56 80
美味しまね認証件数
（累計）

誘致企業の新規雇用者
計画数（４年間の累
計）

有機農業の年間取組面
積

漁業年間生産額

○農林水産物の生産や加工、

流通について、消費者ニーズ

を踏まえつつ、高品質化と安

定生産に向けた支援を行うと

ともに、消費者が安心して農

林水産物を購入できるよう、

生産段階での安全管理を推進

することで、島根の特色を活

かした売れる農林水産品・加

工品づくりを促進します。

施策Ⅰ-２-１
売れる農林
水産品・加
工品づくり

【農業】有機農産物の消費者理解の促進や機運醸成のためにフェアを引き続
き開催する。また、全国商談会への参加等により島根の有機農業ブランドの
確立を図る。米の優良品種「つや姫」の栽培普及マニュアルのブラッシュ
アップを行うととともに共同乾燥調製施設における受入体制を整備してい
く。園芸では市場性の高いオリジナル品種の育成や低コスト・省力化技術等
の開発・導入支援、空きハウス有効活用やリースハウスの整備支援等を行っ
ていく。畜産では、低コストな生産体制の確立が必要なことから放牧や子牛
育成の分業化、自給飼料の確保等により省力・低コスト化を進める。

【林業】高性能林業機械の導入、作業道の開設、機械オペレーターなどの人
材養成、高品質・高付加価値加工施設の導入や建築関係事業体との連携によ
る県外販路の開拓など川上・川下それぞれでの対策を進めるとともに、森林
組合による森林経営のトータルマネジメントの強化、川上・川下による原木
安定需給協定の締結などを進め、主伐により森林所有者へ収益を還元できる
体制を強化していく。併せて、林業経営の柱の一つであるキノコ生産につい
て商品価値の高い品種の導入や栽培体制の強化等によりブランド再構築を図
る。

【水産】国の事業を活用した基幹漁業の構造改革の取組への支援を継続し、
水産技術センターが行う商品開発試験や本県水産物の成分特性調査などの結
果をJFしまねや加工業者等へ提供しつつ連携を図ることで一次加工・中食向
け商品開発の取組等、収益性の改善を実現していくための取組を進めてい
く。また、宍道湖のシジミについては資源減少の原因究明を図るために構築
した「宍道湖保全再生協議会」で引き続き調査検討を行い、早期究明に努め
ながら可能な取組から実施していく。

【共通】認証取得者等の要望などを把握し、制度を検証していく。また、関
係機関等と連携して制度をPRするとともに、関係部署と協議を行い効果的な
販売促進に努める。

県産原木自給率

Ｂ

【農業】有機農業の取組面積は拡大。
米の優良品種「つや姫」は消費者等の
評価も良好で栽培面積は倍増。また、
園芸では新規就農者を中心に空きハウ
スの有効利用が進み始めている。繁殖
雌牛頭数は減少しているものの、その
減少速度は鈍化傾向にある。

【林業】県内産原木の自給率は向上。
原木生産促進事業の創設を機に主伐に
よる原木増産に積極的な姿勢が森林所
有者・事業体に見られる。

【水産】国の事業も活用して基幹漁業
の構造改革の取組がスタート。現在、
収益性改善の取組を進めている。そう
したなか、宍道湖のシジミ資源の回復
が課題となっており、シジミ資源減少
の原因究明と効果的な対策の実施が急
務。

【共通】認証取得希望者及び更新認証
予定者への適切な助言・指導並びに制
度運用の見直し等により美味しまね認
証件数は増加。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

事業所 36 42 38

百万円 360 355 360

事業所 177 176 180

事業所 175 187 180

人 250 228 1,000

法人 305 299 350

組織 180 174 210

千人 29,700 29,181 30,000

千人 3,400 3,311 3,700

億円 1,295 1,266 1,400

件 103 106 140

県外の県産品取扱い事
業者（しまね県産品販
売パートナー店）数
（累計）

にほんばし島根館の年
間販売額

着地型旅行年間商品数

○消費者や流通関係者のニー

ズを商品づくりに活かすとと

もに、島根の農林水産品・加

工品を「価値ある商品」とし

て売り込む力を強化し、多様

な流通・販売チャネルの開

拓、販路拡大による顧客づく

りと消費の拡大を図ります。

○新規就業者を掘り起こし、

その研修や経営の支援を行う

とともに、担い手となる生産

者の経営改善や安定化に向け

た支援を行うことで、農林水

産業の担い手を育成・確保し

ます。

県内企業の貿易実績企
業数（累計）

しまね故郷料理店認定
数（累計）

農林水産業新規就業者
数（４年間の累計）

特定農業法人・特定農
業団体数

○県内各地域の観光資源を活

用した持続可能な観光地づく

りを推進します。

観光入込客年間延べ数

施策Ⅰ-３-１
地域資源を
活用した観
光地づくり
の推進

施策Ⅰ-２-２
県産品の販
路開拓・拡
大の支援

施策Ⅰ-２-３
農林水産業
の担い手の
育成・確保

【農業】自営就農については新たに農家子弟を迎え入れるための条件整備や
技術習得のための研修先の確保を進める。また、半農半XについてはXの仕事
＋農地＋住居を組み合わせたパッケージを作成し、こうしたパッケージ（半
農半蔵人、半農半看護、半農半介護etc）の提案により実践者の確保を図
る。雇用就農については、農業法人や集落営農組織において新たな雇用が可
能となるように雇用体制や生産体制の整備など雇用の受け皿づくりへの支援
を行う。認定農業法人等の育成や農業参入の促進については、市町村との連
携強化のもと、人材育成や加工・流通・販売の強化など経営安定化への支援
を行う。

【林業】雇用先となる事業体に対し就労条件の改善や労働災害の防止に向け
た経営指導に取り組む。また、事業体の生産性の向上により経営の安定化へ
の取り組みを促進するとともに、就業者にはより高度な知識や技術習得の支
援を行う。

【漁業】隠岐地区のイワガキ養殖のように沿岸自営漁業の核となる漁業種
類・漁法の開発育成や漁業（釣）で成功している漁業者の取組を優良事例と
して普及していき、安定的な収入を得られる体制づくりを進める。雇用の受
皿となる経営体の経営強化として基幹漁業の構造改革を進め、労働環境の改
善、一定水準の賃金を払える経営内容への改善を進める。また、定置網漁業
で実施しているワカメやイワガキ養殖などとの複合経営の取組の普及を進め
ていく。

○核家族の増加等による生活スタイルの変化や消費者の健康志向・本物志向
への対応、海外展開を視野に入れた商品開発等をさらに進め、事業者の市場
への対応力や競争力を強化する。

○商品力強化のためのニーズ把握と研修事業を拡充し実施する。

○物産観光館やにほんばし島根館では、事業者へのフィードバックの強化と
商品発掘の積極的な取り組みや魅力的な店舗づくりを推進する。

○島根フェアは、県産品の定番化の状況等を踏まえた開催場所の絞り込み
や、定番化に効果的な開催方法を検討の上、実施する。

○料理店等や学校・福祉施設等への県産品供給に向けた有効な方策と農林水
産物の地域内流通促進を検討の上、地産地消推進のための生産・流通・販売
の仕組みづくりを推進する。

○貿易支援機関（しまね産業振興財団、ＪＥＴＲＯ松江貿易情報センター、
浜田港振興会）との連携をさらに強化する。また、対象国・地域・品目別の
取り組み方針を実行する「島根県輸出促進支援プロジェクト事業」を着実に
推進する。

○島根ならではの観光資源を観光客が体感し満足してもらうため、市町村や
観光協会、観光事業者などが実施する商品づくりや総合的な観光地づくりへ
の取り組みを継続的に支援していく。また、観光協会や観光事業者など地域
の観光を担う官民の人材の育成を強化していく。

○縮小する市場に対応するため、観光事業者などが取り組む新たな分野への
チャレンジに対し支援していく。

宿泊客年間延べ数

年間観光消費額

認定農業法人数

Ａ

○消費者や流通業者のニーズを商品づ
くりに活かすための研修事業の積極的
な実施や既存パートナー店への商品の
定番化に向けた働きかけ、44回開催し
た島根フェアを通じた新規パートナー
店の開拓(新規登録７店)、全国規模の
展示・商談会への出展支援(延べ参加企
業数403社(28社増))などにより、県産
品の多様な流通・販売チャネルの開拓
や販路拡大が順調に進んでいる。

Ｂ

【農業】就農前の研修者数は(14→38
人)前年を大幅に上回り、将来的な新規
就業者は確保できる見込み。しかし、
認定農業法人数等は目標値に達してお
らず法人の中核を担う人材の不足等が
課題であることから、市町村等との連
携強化が急務な状況。その他、集落営
農組織数の増加など好ましい傾向も表
れている。

【林業】新規就業者数は、技術研修や
林業就業促進資金の貸付といったきめ
細かな対応もあって目標を上回った。
また、林業労働力確保支援センターで
の相談件数も100件を超え、順調な状況
にある。

【漁業】漁業就業者確保育成センター
や個別経営体による積極的なリクルー
ト活動、研修の実施や経営の支援を行
うことで目標を上回り順調な状況にあ
る。

Ｂ

○「神々の国しまね」プロジェクトを
通じて県民の郷土に対する誇りと自信
が醸成され、観光客へのおもてなしが
向上した。

○さらに、県内各地では、市町村や観
光協会、民間団体などによって、神話
や神社、万葉、神楽など特色ある資源
を活用した新たな観光商品づくりやお
もてなしなど観光客受入の体制が向上
しつつあるが、地域が主体となった観
光地づくりがさらに進展するように市
町村や観光事業者等へ支援を行ってい
く必要がある。
【周遊性を高め、滞在時間を延ばす取
組】
・まち歩き定時ガイドツアー
　(25コース、12市町)
・神話ゆかり地等を巡る周遊ﾊﾞｽﾂｱｰ
　(10コース)
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

千人 29,700 29,181 30,000

アクセス 747,900 750,584 1,000,000

件 23 24 30

件 30 63 30

万円 6,000 6,785 6,000

事業所 200 215 200

件 34,650 38,379 35,700

件 42 73 42

件 17 43 17

観光入込客年間延べ数

しまね観光ナビゲー
ション（国内外版）
トップページの年間ア
クセス件数

Ｂ

○神話博しまねや東京・京都での出雲
展の開催をはじめ、山陰デスティネー
ションキャンペーンによるＰＲや、国
内外に向けた情報発信などにより島根
がメディアに取り上げられる機会も増
え、島根の認知度が高まりつつある。
・民間調査会社実施の地域ブランド力
調査（H22：46位　→　H25：35位）

○さらに、出雲大社の大遷宮への関心
の高まりや松江自動車道の全線開通
が、島根への大きな誘客効果につな
がっており、旅行会社においても島根
への旅行商品造成の意欲が高まってい
るが、全国からの関心をさらに高める
ため、島根ならではの魅力をＰＲする
など情報発信を今後とも強化する必要
がある。

中山間地域で移動販売
車整備等に取り組む商
店等の年間数

○商業者数の減少を食い止めるため、空店舗活用等を通じて新規創業や円滑
な事業承継の促進を支援する。また、市町村の意見を聞き制度見直しも検討
する。

○商店街や個店の魅力向上、リーダー育成のため、専門家派遣や人材育成研
修を継続する。

○中山間地域の商業機能の維持・向上を図るため、地元市町村や商工団体と
連携を強め、他部（地域振興部、健康福祉部等）と連携した取り組みを継続
し、後継者の育成や移動販売・宅配事業等を支援する。

○地域固有の資源を活用した

新たな取組や、特色ある技

術・製品を持つ企業を支援

し、中小企業の活性化を目指

します。

施策Ⅰ-４-２
経営安定化
の支援

施策Ⅰ-４-１
特色ある技
術・材料を
活かした取
組みの促進

施策Ⅰ-３-２
情報発信等
誘客宣伝活
動の強化

施策Ⅰ-４-３
商業の振興

○24年度に見直しを行った空店舗活用
支援事業での商工団体による出店計画
から出店後のフォローまでの体制強化
及び商業活性化提案事業での実践的取
り組み支援により空き店舗対策等に取
り組む商店数は73件、移動販売車整備
等に取り組む商店数は43件となった。

○一方、商業者数の減少は進んでお
り、引き続き市町村と連携し、地域商
業活性化支援事業の制度見直しも検討
する。

県内中小企業の経営改
善や新規事業に取り組
む年間事業所数

Ａ

○商工団体等支援機関が計画策定支援
やその後のフォローアップに積極的に
取り組んだことにより、地域資源を活
かした取り組み状況(事業化件数４件)
や経営革新計画の承認件数実績も63件
(H23:40件)と順調に進んでいる。

○工芸品については、展示商談会への
精力的な出展や既存技術をベースに新
たな商品開発・改良に向けた研修事業
の実施を通じた特色ある商品づくりの
支援により年間販売額も増加してい
る。

○「歴史」「自然」「文化」

「伝統芸能」など島根県独自

の魅力を、様々なメディアを

活用し国内外に向け複合的に

情報発信し、観光誘客を促進

します。

○地域資源産業活性化基金事業により助成を受けた企業や経営革新計画を承
認した企業に対して、専門家の派遣や商工団体等の支援機関を中心に、きめ
細やかな支援、フォローアップを継続して実施するとともに、新規案件の掘
り起こしのため、企業情報の収集、計画作成支援を継続実施する。

○また、中小企業が新たな取り組みに積極的に向かうように、経営革新計画
支援事業など必要な支援策を検討する。

○伝統工芸産業の活性化のためには、あらゆる階層の消費者への販売機会を
確保する必要があり、従来の展示即売会に加え、全国規模の専門展示会への
参加を支援する。また、商品開発力向上を図るため研修会や他業種との交流
機会を確保する。

○展示会については、にほんばし島根館での展示方法の工夫や生活空間の中
での工芸品展示など消費者へより強く魅力を伝える内容で開催する。
○県内企業の状況把握を的確に把握するとともに、「中小企業支援計画」で
定めた３つの柱「中核的企業の育成」「起業・創業の促進及び事業承継円滑
化」「セーフティーネットの強化」の実現に向け、商工団体等の各支援機関
が一丸となり支援を行う。

○中核的な企業の育成に向け、経営力、技術力、販売力の強化のための専門
家派遣や経営革新計画の策定支援、フォローアップの支援を行う。

○起業・創業の促進等に向け、新規経営者、後継者及び女性経営者などの起
業・創業を支援するとともに、創業後のフォローアップを行う。

○資金需要に応じた制度融資の制度見直しを的確に行う。

○商工団体等支援機関の職員に対して、研修会開催のほか専門家派遣への同
行等により、資質向上に引き続き取り組む。

商工団体による県内中
小企業の年間巡回相談
対応件数

地域資源を活かした新
商品・新サービスの事
業化件数（累計）

○「ご縁」や「神々」といった島根のイメージをメディアを通じて力強く情
報発信するとともに、ＳＮＳを活用した情報発信についても推進していく。

○首都圏や関西、四国、九州など大都市圏からの誘客や海外からの誘客に向
け、「縁結びの地」、「石見神楽」、「ジオパーク」など、その地域でしか
味わえない本物の魅力を積極的に情報発信し、全県への観光誘客につなげて
いく。

○観光客の満足度を向上させるため、官民挙げて「おもてなし気運」の醸成
に努め、リピーターとして繰り返し島根を訪れてもらえるような取り組みを
今後も展開していく。

Ｂ

○年間巡回相談対応件数が38000件を超
えるなど商工団体等支援機関は引き続
き積極的な取り組みを行っている。

○経済状況が厳しい中、倒産件数は減
少傾向(52件→50件)で制度融資や支援
機関による支援の結果と思われる。

○ただし、融資件数の伸び悩みがみら
れ、資金需要に対応した融資制度の見
直しの検討が必要である。

経営革新計画の年間承
認件数

○地域が主体となって行う商

業の活性化や機能確保に向け

た取組に対し、必要なアドバ

イスや商業基盤の整備を支援

し、中心市街地での快適な買

い物環境づくりや、中山間地

域で必要なときに買い物が出

来る環境づくりを目指しま

す。

Ｂ

島根県物産協会での伝
統工芸品の年間販売額

中心市街地で空店舗対
策等に取り組む商店等
の年間数

○中小企業への経営相談や事

業資金の融資を行い、安定的

な経営を目指します。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

市 5 5 8

％ 90.0 92.0 90.0

％ 73.0 69.4 73.0

人 260 362 260

％ 100.0 95.3 100.0

％ 74.0 78.6 80.0

人 1,250 1,840 1,400

施策Ⅰ-５-３
就業環境の
整備

○県内企業への就業者の定着

を図るため、中小企業におけ

る労働条件等の改善を目指し

ます。

Ｂ

○職場環境を改善する中小企業労働施
策アドバイザーの利用件数は増加傾向
にある。

○労働相談は、ホームページの見直し
など広報を充実することにより相談件
数の増加が見込まれる。

○中小企業勤労者の総合的な福祉の増
進を図る勤労者共済会の会員加入促進
活動により会員の増加が見込まれる。

○ワーク・ライフ・バランス推進の社
会的気運醸成に向け、関係団体が連携
して各種取り組みを行っているが、十
分気運醸成されているとは言いがたい
ため、今後も地道で継続的な取り組み
が必要である。

％ 11.9 11.8 13.0

○労働条件の改善に向け中小企業労働施策アドバイザーの派遣を行うととも
に、労働局などの関係機関と連携し、労働関係法等の普及・啓発、労使から
の相談体制の充実、情報提供などに引き続き取り組む。

○中小企業勤労者の福利厚生に寄与している「勤労者共済会」の自立化を図
るために、広報活動や市町村・商工会等への訪問活動等会員加入促進活動に
引き続き力を入れていく。

○ワーク・ライフ・バランス推進の一層の気運醸成を図るために、関係団体
との連携を継続し、情報共有・施策調整を行いながら実効性のある取り組み
を推進する。

県内企業の採用計画人
員の充足率

中小企業勤労者福祉
サービスセンターの加
入率

高校生の県内就職率

産学官連携組織構築市
町村数（累計）

県の支援による職業訓
練を修了した若年者の
就職率

○県内企業を訪問し、高校生などの採用を要請するとともに、企業の求める
人材ニーズを把握し、教育現場、求職者に情報提供を行う。また、必要に応
じ、学校、ハローワークと連携し内定に向けた生徒とのマン・ツー・マンの
個別支援を行う。

○県内企業の求人情報や企業の魅力などの情報を学生等に伝えるために
「ジョブカフェしまね」の学生登録を推進し、企業ガイダンス、企業見学、
インターンシップなど、企業と学生の効果的な出会いの場を数多く創るとと
もに、企業の採用力を向上させるためのセミナーを行うなど、企業の人材確
保の取り組みに力を入れていく。

○厳しい雇用環境の改善を図るために、緊急雇用対策事業の拡充、平成26年
度以降の継続実施について、全国知事会などを通じて国へ要望していく。

県の支援による職業訓
練を修了した離転職者
の就職率

○産学官連携による人材育成の取り組みについては、引き続き産業人材コー
ディネーターがモデル事業の提案等を通じて気運の醸成や体制づくりの支援
を行う。

○成果参考指標の就職率を向上させるため、求人ニーズに沿った職業訓練の
実施、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング等の実施、巡
回就職支援指導員等によるサポートなど、就職に結びつくよう取り組む。

○産学官連携組織の構築まで至らなくても、各地域で既に行われている特色
のある人材育成の取り組みを活かしながら、産学官の連携が進むよう地域の
実情に応じた支援を行っていく。

○再就職支援の訓練を充実するとともに、委託先訓練実施機関による、きめ
細やかな就職支援が実施できるよう、関係機関との連携を強化し、緊密な情
報交換や合同研修などを行う。

○国の技能検定制度の見直しの動向を注視するとともに、県内での受験機会
が減ることがないよう、国に対して求めていく。また、職業能力開発協会が
平成25年度から国の委託を受けて若年技術者人材育成支援事業に取り組むこ
とから、協会と連携しながら若年技術者の技能検定の受検者数の増加に結び
つくように取り組む。

○新規学卒者、若年者や離転

職者、在職者等に対し、多様

な職業能力開発の機会を設

け、職業能力の向上を支援

し、これからの地域産業を

担う人材の育成を目指しま

す。

ジョブカフェしまね利
用者の年間就職者数

施策Ⅰ-５-２
雇用・就業
の促進

施策Ⅰ-５-１
産業人材の
育成

Ｂ

○産業人材の育成に関する諸施策が順
調に実施できており、就職訓練を終了
した若年者の就職率及び離転職者の就
職率はいずれも全国平均を超えてい
る。

○県教育委員会やふるさと島根定住財
団、ポリテクカレッジ、職業能力開発
協会など関係機関との連携を更に密に
して取り組んでいる。

○地域産学官連携組織構築について
は、市の産業部局、教育委員会、地元
の高校等の連携が進みにくい地域もあ
る。

○離転職者向けの職業訓練について
は、就職率が目標に達していないた
め、就職率向上に向けたさらなる対応
が必要である。

○県内の雇用情勢は厳しい状況にある
が、有効求人倍率は１倍を超えるまで
回復してきた。

○県と労働局が一体となって取り組ん
でいる経済団体、企業等に対する求人
要請活動や緊急雇用創出事業の活用に
よる雇用の場の創出等により、一定程
度の就業機会の確保は可能と見込まれ
る。

○一方、大学、短大卒の人員が充足で
きていない業種（生活関連サービス
業、宿泊業、飲食サービス業等）もあ
ることから取り組みの強化が必要であ
る。

○若年者をはじめ県内で働き

たい人に対し、県内企業情報

の提供や職業紹介など様々な

対策を行い、就業機会の確保

を目指します。

ものづくり産業分野に
おける技能検定及び県
技能評価認定制度の年
間合格者数

Ｂ
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

人 35 38 35

人 75 117 75

人 10 8 10

％ 63 63 70

％ 53 53 58

万人 70.0 69.6 70.0

万人 7.0 7.1 7.0

万人 5.1 5.2 5.1

％ 92.7 93 94.1

％ 52.5 49.8 79.4

出雲縁結び空港の年間
乗降客数

Ｕ・Ｉターン希望者の
産業体験終了後の年間
定着者数

Ｕ・Ｉターン希望者の
ための無料職業紹介に
よる年間就職決定者数

半農半ＸによるＵ・Ｉ
ターン年間実践者数

物流拠点港の防波堤の
整備率

○ＵＩターンを取り巻く社会経済情勢の変化や地域間競争の激化を踏まえ、
分かりやすい情報の発信、多様なニーズに対応した支援メニューの構築、受
け入れから定住後のフォローまでをワンストップで行う体制整備など、施策
を一層充実させていく。
（UIターン希望者への総合的な情報提供を実施）
　…ポータルサイト「くらしまネット」等のメディアによる「しまね暮ら
し」のＰＲ、都会地でのＵＩターンフェアの開催等
（島根県での暮らし体験や二地域居住等、定住、UIターンに結びつける取組
み）
　…ＵＩターンのための産業体験事業やしまね移住生活体験事業の実施等
（ＵＩターンに必要な就業や住居の確保を支援）
　…ＵＩターン希望者への無料職業紹介、空き家情報の提供・相談、ＵＩ
ターン者向け住宅確保のために市町村が実施する空き家改修費への助成等

○高速道路整備
・予算確保等の地元の声の発信は、経済界や一般県民、市町村長等を中心
に、オピニオンリーダーの発掘、シンポジウムなど、具体的で戦略的な広
報･要望計画を立案する。
・確実な事業用地の確保のため、用地買収支援体制の継続・充実を図る。
・高速道路沿線の活性化については、各部局の連携のもと官民一体の取り組
みを実施する。
・国、NEXCO、県が連携し、利用者重視の視点で利用促進策を検討･実施す
る。

○高速道路ICへのアクセス県道整備
・今後も優先的に予算を配分するとともに、高速道路の代替機能を有する道
路の整備促進を図る。
・国に対し引き続き整備の必要性を訴え、道路予算にかかる交付金など国予
算の総額確保を強く要望していく。

○県内３空港の利用者は順調に増加しているが、地元利用者の伸び悩みが続
いており、利用者数の維持・拡大を図っていくためには、首都圏・関西圏な
ど大都市圏からの観光客の誘致を促進していくことが重要であり、そのた
め、観光部局や地元自治体、空港利用促進団体と連携し、首都圏や関西圏な
どの観光需要を把握し、それに基づいた魅力的な旅行商品の造成やＰＲを継
続的に取り組んでいく。

○また、航空会社に対しては、県内航空路線のさらなる充実を働きかける。
（出雲縁結び空港）東京線の中型機増便、割引運賃の引き下げ及び大阪線の
より利便性の高いダイヤ実現、名古屋線など新規路線の開設
（萩・石見空港）東京線の2便化、割引運賃の引き下げ及び季節運航となっ
ている大阪線の運航再開
（隠岐空港）東京直行便の開設

○羽田空港における地方航空路線の発着枠の確保や地方の航空路線維持に対
する財政支援制度の新設などを国に要望する。

Ｂ

○高速道路整備
・山陰道は、現在は事業予算が確保さ
れているが、将来も予算が確保できる
よう取り組みを強化する必要あり。
・H27までの完成予定工区の用地買収率
は100％に達していない。

○高速道路ICへのアクセス県道整備
・予算を最優先で配分し重点的に整備
しており、H26完成予定の熱田インター
線進捗率95％など順調に進んでいる。

Ｂ

〇「神話博しまね」の開催による首都
圏・関西圏からの集客、出雲縁結び空
港東京６便化に併せて実施した冬季対
策、空港圏域の地元自治体と連携した
利用促進の取り組みを継続実施したこ
となどにより、県内３空港の利用者は
概ね順調に増加している。一方で、目
標値の達成はできなかったため、観光
集客に成果のあった「神々の国しま
ね」プロジェクト以降も継続して利用
者を維持する取組みが必要。

高速道路供用率

高速道路ＩＣへの３０
分到達圏域面積の割合

○空港機能を保持するため、計画的な補修・整備・修繕を行う。特に出雲空
港の滑走路・エプロン・誘導路について、劣化状況の調査、設計等を行い、
改良工事を実施する。

○老朽化が進んだ空港の除雪車両、消火救難車両等を逐次更新し、適切な管
理体制を維持する。

○限られた予算を有効に活用した港湾整備を行うため、コスト縮減とともに
重点整備を行う。

○現在進めている港湾施設の長寿命化計画の策定を平成26年度までに終え
る。

物流拠点港の岸壁の整
備率

萩・石見空港の年間乗
降客数

隠岐空港の年間乗降客
数

施策Ⅰ-６-３
空港・港湾
の維持・整
備

Ｂ

○産業体験、無料職業紹介事業、半農
半Ｘなどの各種定住施策の着実な推進
に加え、都市部での人材発掘を目的と
した「しまねコトおこしアカデミー」
などの新規事業も開始しており、施策
目的の達成に向けて概ね順調に進んで
いる。一方で、目標値の達成はできな
かったため、ＵＩターン促進のための
取り組みを一層充実させる必要があ
る。

施策Ⅰ-５-４
Ｕ・Ｉター
ンの促進

Ａ

○河下港の防波堤については、H24年度
より重点的に整備を行い、浜田港新北
防波堤についても、計画どおり整備を
推進し、航路･泊地の静穏度が向上しつ
つある。

○日々の空港維持管理に努めた結果、
維持管理の不備による欠航は無く航空
機の安全な運航を確保できた。

○Ｕ・Ｉターン希望者に対

し、総合的な定住情報を提供

するとともに、産業体験や無

料職業紹介、半農半Ｘによる

就業支援等により、定住の促

進を目指します。

施策Ⅰ-６-１
高速道路網
の整備

○高速道路や、高速道路へつ

ながるアクセス道路の整備を

進め、産業活動を支える高速

交通網の形成を目指します。

施策Ⅰ-６-２
航空路線の
維持・充実

○航空路線の維持・充実によ

り、県営３空港の利便性の向

上を目指します。

○物の流れや、人の流れを支

える空港・港湾の機能の維持

向上が図られるよう適切な管

理を行うとともに、計画的な

整備を進めます。

Ⅰ
活
力
あ
る
し
ま
ね

5
雇用・定
住の推進

6
産業基盤
の維持・
整備
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

施策Ⅱ-１-１
危機管理体
制の充実・
強化

○自然災害や原子力災害以外

のテロ事件や新興感染症など

のいつ発生するか予測できな

い危機に対し、迅速・的確に

対処できるように体制を充

実・強化し、県民の生命、身

体及び財産の被害を最小限に

します。

Ａ

○今後、発生が予想される北朝鮮によ
る危機管理事案については、個別の連
絡体制をとっており、また、高病原性
鳥インフルエンザ等の発生に対応する
体制は整えられている。

○適切な医療の確保に向けて、県医師
会、郡市医師会、医療機関と定期的な
情報交換会等を開催するなど、医療関
係機関の理解と協力のもとに進めてい
る。

○新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策については、25
年4月に「新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策特別措置
法」が施行され、県の行動計画を策定
中である。

○想定される事案に対しての平素からの情報収集に努める。

○対応マニュアルの整備や具体的に対応した際の検証による見直し、各種訓
練の実施などを通じた他県・市町村・関係機関との連携の強化を図る。

○訓練等により、職員の危機管理意識と対応能力の向上を図る。

○国民保護事案への対応力を高めるため、関係機関との連携を図り、訓練を
引き続き実施していく。

○感染症患者に対する適切な医療を提供するため、引き続き、県医師会、郡
市医師会、医療機関と連携を図り、現在の医療体制を維持する。

○新型インフルエンザ対策に必要な医療を確保するため、引き続き、県医師
会、郡市医師会と定期的な情報交換会等を開催し、連携を図る。
　また、診療所や病院に対しては、新型インフルエンザに関する情報を的確
に提供し、感染防護のため個人防護服の提供等、支援していく。

％ 84.5 81.0 95

箇所 32,000 31,789 35,000

人
延べ
7,000

延べ
9,472

延べ
12,000

土砂災害防止学習会・
研修会の受講者・参加
者数

土砂災害警戒区域等の
指定箇所数

○各地区ごとの「津波避難計画」の作成を推進するため、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施や
計画策定の支援を市町村と協力して取り組む。
 
○減災目標の着実な達成を図るため、関係部局と連携して取り組む。

○地域の防災力を強化するため、市町村などと協力し、地域住民の防災意識
の向上、地域防災リーダーの育成等に取り組む。

○広域的大規模災害に備えるため、中国5県をはじめとする広域相互支援体
制のもとに、具体的な受援計画等の策定を進める。

○県災害医療関係機関連絡会議により、平時から関係機関の緊密な連携体制
を確保し、災害発生時における円滑かつ適切な医療体制の整備を図る。

○土砂災害特別警戒区域の指定については、基礎調査結果の公表を行うとと
もに、「土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業」等の補助制度を紹介し
ながら、市と意見交換し理解を得ていく。

○県西部での被災宅地危険度判定士養成講習会の開催及び被災宅地危険度判
定士のいない町村に対する講習会参加の呼びかけを行うとともに、市町村担
当者会議の開催を検討し、体制整備に努めていく。

○地震と耐震化の理解を深めるための市町村と連携した周知方法、耐震診
断･耐震改修を促進するための補助制度の拡充などに取り組む。

県地域防災計画（震災編・風水害対策編）につい
ては、平成25年2月に見直しを行い、津波対策の充
実強化を図るとともに、「減災」の考え方を基本
方針とし、人命が失われないことを最重視し、
様々な対策を組み合わせ総合的な防災対策を講じ
ることとするなど、より実効性のある計画とし
た。

危機管理事案発生時に
迅速・的確な対応が取
れる体制の充実・強化
を図る。

○防災関係機関等との連携の強化や防
災訓練、緊急連絡体制の整備を行うと
ともに、住民を対象とした防災講演会
や自主防災ﾘｰﾀﾞｰ研修会、津波避難計画
策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を行い、住民の意識啓
発や地域防災力の向上を図った。

○災害医療関係機関連絡会議を設置
し、災害時の医療救護体制の整備を
図った。

○土砂災害警戒区域等の指定に向けた
基礎調査は着実に進んでいる。また学
習会や研修会には多くの参加者があ
り、警戒避難体制の整備や県民の防災
意識の向上を図ることができた。

○公共建築物については、耐震改修の
進展が見られるが、建築物の多くを占
める民間住宅の耐震化は進んでいない
状況にある。

○発生が想定される危機管理事案については、平
素から情報収集に努めており、また、発生時の行
動マニュアルなども整備されている。

○北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発
射事案、核実験事案については、情報伝達体制を
整えるとともに、課内職員による宿直体制や事前
待機体制をとり、発生時には情報伝達、危機管理
連絡会議の開催など、迅速・適切に対応すること
ができた。
　
○入院が必要な感染症患者に適切な医療を提供す
るため、医療機関に対し空床補償等を補助し、感
染症病床を適正に確保・運営している。

広域的大規模災害や津
波災害に対応できるよ
う県地域防災計画（震
災編）の見直しを行
う。

公共建築物の耐震化率

施策Ⅱ-１-２
消防防災対
策の推進

○防災関係機関等との連携の

強化や防災訓練の実施、緊急

連絡体制を整備し、風水害、

土砂災害、地震、津波、大規

模火災・事故等の災害の発生

時やこれらの災害が広域的大

規模に発生した場合の県民の

生命、身体及び財産への被害

を最小限にします。

Ｂ
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安
心
し
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の推進
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 95以上 90 95以上

施策Ⅱ-１-４
治安対策の
推進

○県民が安全で安心して暮ら

せる日本一治安の良い地域社

会を実現するため、各種犯罪

への対策を強化するととも

に、県民の自主防犯活動と連

携し地域に密着した取組みを

推進します。

Ｂ

○平成24年の刑法犯認知件数は前年比
で微増したものの、平成25年6月末現在
は昨年同期比で減少しており、ピーク
時の平成15年からの減少傾向が継続し
ている。

○一方、減少傾向の中にあって窃盗犯
の認知件数が増加し、子ども・女性に
対する声かけ・つきまとい事案、高齢
者等が対象となる特殊詐欺（振り込め
詐欺、振り込め類似詐欺）の被害が後
を絶たないなどの身近な犯罪が発生し
ていることから、県民の犯罪被害に対
する不安感が低いとは言えない状況に
ある。

件/千人 6.3以下 6.4 6.1以下

○【犯罪の抑止・検挙対策の推進】
・犯罪の未然防止を図るため、パトロール態勢を整備し、発生状況を定期的
に分析し、その結果を踏まえ積極的かつ重点的なパトロール活動を推進す
る。
・凶悪犯罪が発生した時、早期に検挙するため、最大限の人数を現場に投入
し、現場鑑識、聞き込み捜査などの初動捜査を徹底する。また、最新の資機
材を利用した情報分析支援により、多角的な捜査を展開して犯人を割り出す
とともに、ＤＮＡ型鑑定などの科学捜査を推進するなど、捜査の一層の高度
化に努める。更にこれら捜査を指揮する捜査幹部の能力向上及び捜査員の
個々の捜査技能の向上を図る。

○【犯罪の起きにくい社会づくりの推進】
・県民一人一人の自主防犯意識を向上させるとともに、民間防犯ボランティ
アの活性化を図るため、「みこぴー安全メール」や「島根県警察安全安心情
報ツイッター」による情報発信を継続・強化し、県民に犯罪に関する情報提
供を行う。また、市町村等関係機関との連携による特殊詐欺（振り込め詐
欺・振り込め類似詐欺）被害防止等の犯罪被害防止に関する広報啓発活動を
推進するほか、小中学校で犯罪被害防止教室を継続実施するなど、犯罪の起
きにくい社会づくりに向けた諸施策を推進する。

○原子力規制委員会に対し、新たな規制基準に基づき、中国電力が、島根原
発１、２，３号機に関する設置変更許可等の申請を行った場合には、その安
全性について、責任を持って厳格な審査を行い、適切な指導を行うこと。ま
た、審査結果について、地元自治体や住民へわかりやすく説明を行うことを
求めていく。 また中国電力に対しては、新たな基準に基づく安全対策の一
層の強化を求めていく。

○環境放射線等の測定を行う体制（機器整備、緊急時モニタリング計画改定
等）を強化するとともに、その結果の伝達も含め、放射線・放射能に関する
適切な広報の充実を図る。

○地域防災計画（原子力災害対策編）や広域避難計画については、国の防災
基本計画の改定、原子力災害対策指針の改定に対応して修正する。また、マ
ニュアル作成など具体化を進めていく。このように具体化を図ったマニュア
ルなどを基にした訓練を企画するとともに、訓練参加者の評価が低かった緊
急時モニタリング訓練の内容の見直しなどをした上で、一連の訓練を繰り返
し実施することにより、実効性のある原子力防災体制を構築していく。

○国に対し、引き続き、広域避難における避難手段、要員の確保等前面に
立った体制の構築や官公庁等の防災機関の放射線防護対策、要援護者施設の
放射線防護対策の拡充など、より実効性のある避難体制を構築するための財
政支援を求めていく。

○緊急被ばく医療体制の充実に向けて、被ばく医療機関等関係機関との協議
を行うとともに、必要なコストについては国へ要望協議していく。

モニタリングポストについて、既設の固定局11
局、可搬型暫定設置8局、水準調査用5局、環境放
射線等モニタリング用2局に加えて、24年度には固
定局13局、可搬型50基を整備し、環境放射線の監
視強化を進めた。

平成２５年２月に、国の「原子力災害対策指針」
を踏まえて、県の地域防災計画（原子力災害対策
編）を修正した。平成２４年１１月には、これに
先行して「原子力災害に備えた島根県広域避難計
画」を策定し、平成２５年１月には、この計画を
もとに、島根県、鳥取県の２県と原発立地市の松
江市、島根原発から３０ｋｍ圏内の出雲市、安来
市、雲南市、米子市、境港市の６市による原子力
防災訓練を実施した。

モニタリングポスト等
機器の増設、体制の見
直しを図り、平常時及
び緊急時における環境
放射線監視体制を充実
する。

広域避難に対応できる
よう地域防災計画（原
子力編）の見直しを行
う。

原子力防災訓練に参加
した防災業務関係者の
訓練目的･目標の達成
割合

○成果参考指標に掲げる取り組みを進
めたほか、原子力関連施設見学会（年4
回）、広報誌「アトムの広場」の発行
（年4回）、原子力講演会（年3回）等
により、県の原子力防災・安全対策の
取り組み状況や放射線に関する普及啓
発活動を実施した。

○緊急被ばく医療体制については、被
ばく医療機関及び避難所等の派遣する
医療班が活用する医療活動用資機材の
整備を進めるとともに、防護対策実施
区域の拡大に伴い、県内の被ばく医療
機関を３から１６に増やした。

○こうしたことから、施策目的達成に
向け順調に進んでいると考えるが、今
後も国の指針の改定に伴う地域防災計
画の見直し、計画の具体化、原子力防
災訓練内容の見直しなどの対応が求め
られているため。

犯罪率（暦年）

施策Ⅱ-１-３
原子力安
全・防災対
策の充実・
強化

○原子力発電所周辺地域の環

境放射線の測定監視や発電所

の運転状況などの把握と情報

公開に努めるとともに、万一

の原子力災害に備え、防災体

制を充実・強化し、地域住民

の安全を確保するとともに安

心して暮らせる環境を保全し

ます。

Ｂ
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安
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

人 26以下 45 20以下

人 1,900以下 2,065 1,600以下

人 13以下 26 10以下

％ 82 82 86

施策Ⅱ-１-６
消費者対策
の推進

○自立した消費者の育成、取

引の適正化、苦情処理・紛争

解決体制の整備等を推進し、

県民の消費生活の安全・安心

を確保します。

Ｂ

○行政の体制（取引の適正化、苦情処
理・紛争処理体制）整備については、
全市に全国消費生活情報ネットワー
ク・システム（PIO-NET）が導入される
など着実に進んでいる。

○消費者の知識として、クーリング・
オフ制度は知られてきているが、悪質
商法の手口や消費者問題全般への関心
を喚起していく余地が残る。

％ 85 83 85

○相談等に携わる人材育成に努め、市町村相談員のレベルアップや専門家の
養成、消費者団体活動の担い手の育成を図る。

○様々な広報手段の活用や出前講座などを通じて、自立した消費者の育成と
消費者被害予防のための啓発を行うとともに、消費者団体と連携して家族や
地域にも注意喚起を行うなど、より効果的に被害の未然防止・拡大抑制に取
り組んでいく。

○「第9次交通安全計画」(H23～H27)に基づき、各年度の実施計画におい
て、関係機関と協働しながら目標達成に向けて進行管理を行う。
・交通事故の抑止には、一人ひとりの「交通安全意識」と「交通安全習慣」
の定着が重要であることから、交通安全啓発に取り組む県民総ぐるみの運動
を、関係団体と協働して推進する。

○「運転者」と「高齢歩行者・自転車」に重点を絞った交通死亡事故抑止対
策を推進する。
（運転者）
　…交通指導取締りはもとより、「緊張感の保持」「スピードダウン運動」
「早めライトの点灯と上向きライト走行」などの対策を行うとともに、「し
まね安全ドライブコンテスト」を見直し、高齢者枠の創設やコンテスト期間
の延伸による安全運転意識の継続など、より即効性のある対策を行う。
（高齢歩行者・自転車）
　…「道路横断時の安全確認の徹底」「夜光反射材の着用の徹底」などの対
策を実施する。
　…特に高齢歩行者に対しては、高齢者世帯の訪問指導や、交通安全教室の
開催等地域の状況に応じたきめ細かな対策を着実に実施する。
　…多発する高齢者被害の交通死亡事故抑止のため、本年４月から事業開始
している４警察署（松江、出雲、浜田、益田）に配置する「高齢者交通安全
アドバイザー」を活用し、高齢者が集まる場所でのワンポイントアドバイス
や高齢歩行者等の街頭における保護誘導活動等の活動を行う。

○交通安全のための道路整備を、国の交付金等の総額確保に努めながら進め
るとともに、ゾーン30（最高速度３０km／hの規制区域）の整備、事故危険
箇所対策を重点としたバリアフリー対応型信号機及び歩車分離式信号機の整
備、自転車の道路交通環境の整備等に取り組む。

○平成２４年度実施の通学路の緊急合同点検箇所については、教育委員会、
警察、道路管理者の三者が連携しながら、できるだけ早い時期での対策完了
を目指す。

交通事故年間死者数

交通事故年間死傷者数

交通事故年間高齢者死
者数

歩道の整備率

○関係各機関が連携して交通事故防止
対策に取り組んでいるが、平成２４年
の年間交通事故死者数・死傷者数・高
齢者死者数はいずれも目標値に遠く及
ばなかった。平成２５年１月～６月末
までの交通事故の死者数、死傷者数、
高齢者死者数はいずれの数値も前年の
同時期に比べ下回っているが、高齢者
死者数は平成２５年の年間目標（１２
人）に対して既に１１人と、既に厳し
い情勢にある。

○10年間（Ｈ15～Ｈ24）の推移を見る
と、年によって変動はあるもののＨ23
年まで概ね減少傾向だった死者数、高
齢者死者数は、Ｈ24年は増加した。全
死者のうち高齢者死者の占める割合
は、平成18年以降半数強を占めている
ことから、個別訪問指導等を強化する
など、引き続き、対策を推進していく
必要がある。一方、死傷者数は、Ｈ15
年から一貫して減少している。

○歩道整備については、計画的な予算
配分により順調に進捗している。

○交通安全県民運動や交通安

全教育を推進し、県民の交通

安全意識を一層高めるととも

に、交通環境の整備や交通指

導取締りにより、県民を交通

事故から守ります。

Ｃ
施策Ⅱ-１-５
交通安全対
策の推進

クーリング・オフ制度
を知っている人の割合
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

人 296,700 216,675 311,500

人 153,800 155,133 158,300

％ 32 32 35

うち緊急輸送
道路網道路防
災危険箇所整
備率

％ 41 41 52

％ 53 53 60

道路防災危険箇所整備
率

緊急輸送道路網橋梁耐
震対策実施率

食中毒年間発生件数

○食品の生産から加工、流通

の各段階における法定指導、

監視、検査を充実強化し、食

品の安全性を確保します。

○食品関係事業者に対する指導・助言、食品関係施設の監視指導、食品検
査、消費者への食品衛生に関する啓発・情報提供を継続的に行っていく。

○水産物衛生管理研修の継続的な実施と、食中毒防止のための検査体制の維
持を図っていく。

○関係法令の改正や食品に関する情報等について、部局間の連携を強化し速
やかな周知を図っていく。

○食中毒の発生は、気象状況、ウィルスの流行状況の影響を受けることもあ
り、昨年、食中毒の注意報・警報の発表基準の見直しを行った。この注意
報・警報の効果等を検証し、見直しを行うなど、引き続き効果的な注意喚起
を行っていく。

洪水から保全される人
口

○安定的な予算の確保が図られるよう国へ要望するとともに、コスト縮減に
よる事業量確保や適正な維持管理によるライフサイクルコストの縮減に取り
組む。

○県東部の浸水が常襲する低平地の河川改修や避難所の土砂災害対策など対
象を重点化して効果的に事業を執行する。

○波積ダム、矢原川ダムは国において継続が決定されたので、事業促進に向
けて予算の確保に努める。

○斐伊川放水路については出雲市と連携して地元対応を行う。

○大橋川改修に関しては、事業に対する地権者や地元住民の理解を得るため
の説明や大橋川ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰを活用した情報発信を引き続き行う。

○土砂災害に対しては、ハード整備とソフト対策を併せた総合的な防災対策
を推進する。
ソフト対策：雨量･水位等適切な情報提供、防災意識高揚のための啓発、警
戒区域やハザードマップの周知、土砂災害警戒区域の指定による開発抑制、
山崩れ発生予知施設（雨量計）等による警戒避難態勢の整備　　など

○離岸堤工事と併せて航路浚渫を行い、浚渫砂を養浜に使用するなど効率
的・効果的な侵食防止工事を行う。（三隅港、益田港）

土砂災害から保全され
る人口

件 7以下 7 7以下
施策Ⅱ-１-８
食の安全の
確保

施策Ⅱ-１-７
災害に強い
県土づくり

○道路防災対策、治山治水対

策、土砂災害対策、海岸保全

対策等により県土を整備し、

集中豪雨、台風、地震等の発

生時における県民の生命、身

体及び財産への被害の発生を

未然に防ぎます。

Ａ

○各事業とも順調に進捗している。
・国直轄の斐伊川・神戸川治水事業
は、当初H24年度末の完成を目指してい
た斐伊川放水路の完成がH25.6になった
が概ね計画どおり進捗しており、今後
も関係者の理解を得るよう説明等を続
ける。
・河川改修は、引き続き限られた予算
の中で優先度、緊急度を考慮し整備す
る。
・土砂災害防止対策工事は、砂防・農
地・森林の関係課が連携しつつ進めて
いる。
　また、出前講座等のソフト対策も土
木・農林連携して実施している。
・道路防災は、緊急輸送道路上を優先
して計画的に実施している。
・海岸保全施設は計画どおりに整備が
進んでいる。

Ｂ

○食品関係事業者に対する指導・助
言、食品関係施設の監視指導、食品検
査、消費者への食品衛生に関する啓
発・情報提供が、食中毒の発生防止並
びに県内流通食品の安全性の確保に寄
与している。

○ノロウィルス食中毒の減少には、冬
季における食中毒注意報・警報の発表
基準の策定による注意喚起が寄与して
いるが、食中毒や感染症の発生状況等
に対応した、適時適切な取り組みを
行っていく必要がある。

○水産物衛生管理研修により、生産
者・漁業関係者の意識啓発に寄与して
いる。

○イワガキ等二枚貝の定期的な検査、
及び基準値を上回った場合に出荷自粛
などの迅速な対応を行うことにより、
食中毒の発生防止につながっている。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

政策

基
本
目
標

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性施策名 目的

単位指標名等

人 160,000 138,615 190,000

％ 33.7以下 35.2 30.0以下

施策Ⅱ-２-２
地域福祉の
推進

○福祉サービスの確保と質の

向上を図るとともに、公的

サービスとボランティアや地

域の活動、地域住民の連携に

より、日常生活を支える地域

福祉の仕組みづくりと住民が

相互に支え合う社会の構築を

目指します。

Ｂ

○地域福祉については、地域福祉計
画、小地域福祉活動、民生委員、人材
確保、日常生活自立支援体制など活動
基盤の確保、強化が進んでいる。

○一方、コミュニティソーシャルワー
カーの養成数、地域福祉計画の策定市
町村数など数値目標に達していないも
のもある。

○福祉サービスについては、耐震改修
などのハード整備、指導監査・経営指
導・第三者評価などの法人のソフト面
支援、福祉・介護人材確保策等によ
り、サービス基盤の確保充実が順調に
進んでいる。

○総合福祉センターは福祉活動の拠点
施設として十分に活用される。

カ所 2,350 2,810 3,100

○小地域福祉活動については市町村単位に設置する支援チームにより新規開
拓や定着・質向上を働きかけるとともに、他部局の施策との連携方策を検討
していく。

○施設の耐震改修については国の動向を注視しながら、制度継続に向けて必
要な働きかけを行う。

○市町村地域福祉計画未策定の町村へは継続して働きかけを行う。

○福祉・介護人材確保対策は需給見通し等の調査を踏まえて、今後の施策を
検討していく。

○総合福祉センターについては、地域福祉の推進を図るため、必要な修復や
改良を行い、拠点施設である当該施設の機能の維持を図るとともに利便性を
高める。
　また、施設利用率のさらなる向上を図るためには、利用者が当該施設に対
して何を望んでいるのかをアンケート調査などにより把握し、できるところ
から改善を図るとともに、ホームページをよりわかりやすい内容とすること
などを通じて、当該施設の認知度を高めていく。

Ⅱ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
ま
ね

2
健康づく
りと福祉
の充実

○県民自らが健康づくりに取

り組む環境の整備と適切な

サービスの提供を進め、県民

の生涯にわたる心身の健康の

保持増進を図ることにより、

健康長寿日本一を目指しま

す。

施策Ⅱ-２-１
健康づくり
の推進

がん検診年間受診者数

○がん検診については、幅広い関係者と連携して年代や性別などの対象に応
じた効果的な啓発に取り組み、未受診者や要精密検査者への受診勧奨につい
ても推進する。

○健康づくりは、働き盛り世代が実行できるように、企業・経済団体・薬局
やスーパー等と連携した「栄養・食生活」「運動」の取組を推進する。

○生活習慣病予防のために、市町村や各保険者と連携し、特定健康保健指導
の受診者や実施者について、特に壮年期の男性が参加しやすい工夫をするな
ど、対象者に合わせた取組や啓発を行う。

○ほとんど全ての年齢階級で自殺死亡率が全国平均を上回っていることか
ら、県民運動的な取り組みが必要である。このため、心の健康を理解するた
めのストレスチェック表の配布、悩みを抱えた人が相談しやすいよう各種相
談窓口の周知、自死の危険を示すサインに気づき、見守り、適切な行動が実
践できるゲートキーパーの養成とステップアップ研修の強化などに取り組
む。

○感染症のまん延を防止するためには、感染症発生情報を把握し、収集した
情報を県民や医療機関等へ的確に情報提供していく。また、感染症患者が発
生したときは、徹底した調査・検査を実施し、感染拡大防止を図る。

Ｂ

○県民の健康増進については、「健康
長寿しまね推進計画」「たばこ対策指
針」「食育推進計画」等に基づき、健
康づくり、喫煙対策、食育、歯科保健
等、県民自ら活動に取り組むための環
境整備や、普及啓発を進めており、平
均寿命は年々延びている。（男
性:79.51歳（全国26位）・女性87.07歳
（全国2位）H22年データ）

○特定健診の保健指導実施率が目標
(40%)の半数(19.5%)であり、対象者へ
の的確な指導の実施が必要である。

○がん検診の受診者数（市町村実施
分）は、138,615人と目標達成できな
かったが、がん対策推進計画に掲げた
検診機関と医療機関の受診者を加えた
がん検診受診者総数は増加した。（H23
年度：436,884人→H24年度：443,073
人）

○がんの年齢調整死亡率（75歳未満）
を見ると、年により多少の増減はある
ものの減少傾向で推移している。（男
性：平成17年131.5→平成23年107.1、
女性：平成17年60.6→平成23年50.7）

小地域福祉活動組織の
設置数（累計）

肥満者割合（40～74
歳）（年間）
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 84.7 84.6 84.7

人 30,000 32,804 40,000

人 469 497 541

％ 71.8 72.5 76.0

件 0 0 0

件 0 0 0

○地域住民に対する介護予防や認知症
に対する意識醸成、元気な高齢者の地
域活動参加への支援、介護サービスの
質の向上のための事業者指導など、市
町村や関係団体と連携して取り組むこ
とにより、施策の進行状況はおおむね
順調である。

○今後、第５期計画において中心的な
取り組みとしている「地域包括ケアシ
ステム」が、それぞれの地域で、でき
るだけ早く構築されるよう市町村との
一体的な取り組みが必要である。

Ｂ

○グループホーム等整備や地域の相談
支援体制の充実等により、施設入所か
らの地域移行は毎年度着実に進んでい
る。

○入院中の精神障がい者の地域移行
も、相談支援給付（地域移行支援）等
の効果により、毎年度順調に進んでい
るが、5年以上65歳以上入院患者の地域
移行は簡単でなく、課題を明確にした
取組が必要である。

○施設・事業所における工賃向上につ
いては、販路開拓員支援員派遣事業や
就労事業振興センターの設置等によ
り、全国上位の水準で推移し、順調に
増加している。

Ａ

○各法令に基づく許認可や監視・指導
を実施し、県民に対する情報提供を的
確に行うことにより、生活衛生に関す
る健康被害は防止できるものと考えて
いる。

介護を要しない高齢者
の割合（年間）

Ｂ

○生活環境衛生の確保は、各種の法律等に基づく監視・指導の充実によるた
め、マニュアルなどを活用し、適切かつ確実な監視・指導を実施する。

○水道事業の統合化や水道事業の老朽化対策は、その財源確保について、補
助事業の拡充などの支援を国に対して要望していく。

○動物管理等の対策事業については、適正飼養や動物愛護思想の普及を推進
し、また、飼い主のいない猫対策等を進め、殺処分される犬・猫の数の減少
を図る。

認知症を理解する研修
への参加者累計（認知
症サポーター養成講座
参加者数）

○制度の改正に対し、市町村・事業者への説明会開催やＨＰ掲載等、県内関
係者への効果的な情報提供を行うとともに、研修会開催等人材養成に努めて
いく。また、相談支援コーディネーター等を配置・派遣しながら、市町村の
相談支援の体制強化に向けた支援を行う。

○第3期障害福祉計画に基づき、国庫補助金の積極的な確保に努め、グルー
プホームの整備を着実に進める。耐震化基金を活用したグループホームのス
プリンクラー整備を進める。

○精神障がい者の地域生活への円滑な移行を阻害している課題を抽出し、具
体的な施策を検討する。

○H25年6月に策定した調達方針（障害者優先調達推進法）について広く周知
しながら、当該方針に基づき、県から県内就労継続支援Ｂ事業所等への発注
額を拡大させていく。受発注のマッチングに努めるとともに、市町村へも働
きかけを行う。

○発達障がい者支援については、発達障害者支援センターを中心に、保健、
医療、福祉、教育、就労等の関係機関との情報共有、小児科医・保健師等へ
の研修等人材育成を行いながら、地域の支援体制の強化を図っていく。

○あいサポート運動について、県内研修を拡大する等により、県民の障がい
理解の一層の普及を図っていく。

○各市町村が、地域の実情に応じた「地域包括ケアシステム」ができるだけ
早く構築されるよう、県として必要な助言を行っていく。

○「地域包括ケアシステムの」根幹を成す「医療と介護の連携」について
は、地域包括支援センターの機能強化や訪問看護の充実などに優先的に取り
組む。加えて、生活支援サービスの拡充についても、市町村の取り組みを支
援していく。

○介護予防については、効果的な予防プログラムの普及やリハビリテーショ
ンの視点から予防活動を実践できる人材の育成を進めていく。

○認知症については、疾患の特性の理解と普及啓発に努めるとともに、認知
症サポート医の全市町村配置、若年性認知症を含めた相談窓口の周知及び認
知症高齢者の権利擁護に向けた取り組みなどを推進する。

○高齢者が地域を支える側に立って活動するよう意識改革を進めていくため
に、老人クラブの意義やいきいきファンドの事業概要などを広く周知し、活
動への参加促進とファンドの活用促進を図る。また、生涯現役証の付加価値
を高めるため、協賛店舗数の拡大にも引き続き取り組んでいく。

○高齢者が生涯を通じて、住

み慣れた地域で安心して暮ら

せるとともに、元気な高齢者

が地域の担い手となって積極

的に活動する仕組み・環境づ

くりを進めます。

薬事に関する健康被害
発生件数

○「ノーマライゼーション」

の理念のもと、障がい者が住

みたい地域で、障がいのない

人と同じように、安心し、自

立した生活を営むことがで

き、地域の住民と共に支え合

う地域社会を実現します。

○飲料水、医薬品等の安全性

の確保、旅館業や理美容業な

どの生活衛生営業の衛生環境

を確保するための監視・指導

を強化し、県民の生活環境衛

生を守ります。

施策Ⅱ-２-５
生活衛生の
充実

施策Ⅱ-２-４
障がい者の
自立支援

施設から地域生活への
移行者数（累計）

入院が1年未満の精神
障がい者の平均退院率
（年間）

生活衛生に関する健康
被害発生件数

施策Ⅱ-２-３
高齢者福祉
の推進

Ⅱ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
ま
ね

2
健康づく
りと福祉
の充実
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

2
健康づく
りと福祉
の充実

施策Ⅱ-２-６
生活援護の
確保

○経済的に困窮した人など

が、自立し安定した生活を送

れるよう、各種施策により支

援します。また、戦没者や戦

傷病者等への福祉の増進と中

国帰国者等の自立を促進しま

す。

Ｂ

○目標値を0.1ポイント下回ったが、就
労により自立した世帯は前年比で13.6%
増加しており、自立支援プログラムや
福祉事務所への就労支援員の配置、ハ
ローワークと連携した「福祉から就
労」支援事業が成果を上げている。

○離職者等に対する住宅手当受給者37
人に就労支援を行い、32人が就職に至
るなど（就職率86.5%）、ハローワーク
と連携した就労支援が一定の成果を上
げているが、目標の就職率90%に達して
いない。

○戦没者等の遺族等への援護事務は、
特別弔慰金、特別給付金等の支給事務
を国の示す裁定手続きに従い、適切に
実施している。中国帰国者対策は、支
援給付等関係市町と連携・指導等適切
に実施している。

％ 11.2 11.1 11.4

○離職者等に対する就労支援については、緊急雇用対策の各施策のほか、
「生活保護受給者等就労自立促進事業」によりハローワーク等との連携をよ
り一層密にしたセーフティネット体制を構築する。

○現在取り組んでいる自立支援プログラムの活用（就労支援員による取組を
含む）、他の社会保障制度における給付の活用支援、医療･介護サービスの
利用支援などにより生活保護からの自立促進の取組を継続する。

○福祉事務所における相談、生活保護の実施、他法他施策の活用等が適切に
行われるよう、職員研修などにより職員の資質向上を支援するとともに、指
導監査や町村福祉事務所の支援を通じ業務水準の向上を図っていく。

○今年度から開始される、戦没者等の妻に対する特別給付金の裁定手続きに
ついて、国からの個別案内等のスケジュールに従い、受給権者の把握、請求
指導を的確に進める。その他、今後も必要に応じ、関係者への制度説明や周
知を実施していく。

○中国帰国者対策については、引き続き事務監査を的確に実施するなど、市
町との連携を図り、支援給付制度の適正な運用が図られるよう努める。

病院 24 24 24

病院 21 21 21

病院 10 13 全病院の8割

病院 12 13 12

救急病院数

Ｂ

○医療従事者の確保対策の取り組みの
ほか、機器整備の支援や、ITを活用し
た全県医療情報ネットワークの利用拡
大、ドクターヘリの運航、院内がん登
録の推進などに取り組んでいく予定で
あり、医療機関の機能分担と連携がよ
り図られることから、施策目的達成に
向け、概ね順調に進んでいる。

○救急病院数は目標値に達している
が、医療機関によっては、医療従事者
の不足により、救急医療体制の維持が
危ぶまれているところもある。

○限られた医療従事者、施設、設備などを最大限活用するため、医療機関相
互の連携を強化することが求められる。地域の医療機関・行政・医師会等関
係団体が、「地域医療確保」に向け課題によっては圏域を超えた調整を含め
た協議を、保健所を中心として進めていく。

○救急医療体制の維持・充実のため、今後一層医療従事者の確保に努めてい
く必要がある。

○ドクターヘリの広域連携について、運航状況等を踏まえつつ、関係県と連
携を強化して効果的な運航に努める。救急病院の負担軽減につながる地域住
民が実施する啓発活動等の支援を進める。また、医療機関相互の連携、医療
と福祉の連携による在宅医療の推進を図るため、全県医療情報ネットワーク
の利用拡大に向けた取り組みを進める。

○がん対策については、平成25年3月に改定した「島根県がん対策推進計
画」で設定した具体的な数値目標に向けて、地域医療再生計画に基づく事業
を着実に実施するなど、引き続き、医療機関や患者団体等との連携を強化
し、医療機能の確保や患者団体の活動支援等に総合的に取り組む。

○精神科救急医療については、精神科医の確保を含め、関係機関との連携を
強化し体制の確保に努める。精神保健指定医については、診療所等の協力も
得ながら措置診察を行う指定医の確保に努める。

○若年層を対象とした献血に関する啓発事業を、引き続き血液センターと連
携して実施する。高校生を対象とした献血セミナーについては、ボランティ
ア醸成につながる研修と組み合わせるなど、学校側が受け入れやすいメ
ニューで実施していく。

地域医療拠点病院数

医療情報ネットワーク
接続病院数

施策Ⅱ-３-１
医療機能の
確保

就労により自立した世
帯の割合（年間）

院内がん登録実施病院
数

○医療機関相互の機能分担と

連携により、県民が必要かつ

良質な医療を受けられるよう

医療機能を確保します。

Ⅱ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
ま
ね

3
医療の確
保
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

日 15.5未満 13.8 16.0未満

％ 70以上 71.9 70以上

人 88 98 140

％ 70.0 80.7 70

店舗 2,300 2,219 2,500

社 210 226 250

人 22,200 22,497 23,500保育所入所児童数

○適切な医療を提供するため

には、医師、看護職員をはじ

めとした医療従事者の確保が

最も重要であり、優れた医療

従事者の養成・確保に努めま

す。

○子育て支援サービスの充実

や仕事と家庭の両立ができる

環境の整備などを行い、子ど

もを安心して生み育てること

ができるようにします。

Ｂ

○引き続き、医療従事者の確保や医療
機器の整備など、必要な医療提供体制
の充実・強化を進めるとともに、ここ
ろの医療センターにおいては、入院患
者への適切な治療及びケアにより早期
退院支援を図りながら取り組みを進め
る。

Ｂ

【医師確保】　奨学金、研修支援資金
を引き続き貸与するとともに、医学生
に対しては「島根大学地域医療支援学
講座」が地域医療の魅力などを伝え、
医師に対しては「しまね地域医療支援
センター」が継続的なキャリア形成支
援を行うなどにより、概ね順調に進ん
でいる。しかし、医師の地域偏在や診
療科偏在の解消には至っていない。

【看護職員確保】　修学資金貸与や県
立石見高等看護学院における地域推薦
枠の導入などの県内就職促進対策によ
り、県内養成機関を卒業した看護職の
県内就業率は目標値を超えている。
一方で、依然として結婚・出産等を理
由とする中途退職があるといった課題
もあるので、今後勤務環境の改善支援
などに、さらに力を入れて取組むこと
で、離職防止と潜在看護職の復職促進
を図り、就業者数の増加を見込む。

○地域全体での子育てを応援する気運
醸成や職場での子育て支援体制の充
実、子育て家庭の多様なニーズに応じ
た子育て支援サービスを提供する市町
村支援、また、縁結び支援について、
市町村や関係団体、企業等と連携しな
がら取り組むことができたが、大型店
の閉店による脱退などにより、こっこ
ろ事業の協賛店舗数が目標に達しな
かった。

○保育所入所児童数は目標を上回り、
待機児童数は減少傾向にある。

【医師確保】
　島根大学医学部構内に「支援センター」「支援学講座」「島根大学卒後臨
床研修センター」「研修医の研修室」等が入居する施設が整備される。これ
により、大学との連携を一層強化するとともに、医療機関、医師会、市町村
等と一体となり、医師の県内定着及び地域偏在や診療科偏在の解消に向けた
支援体制の充実を図る。

【看護職員確保】
　新人看護職員の県内就業支援、離職防止と並び、今後、特に潜在看護職員
の復職支援の強化が重要となる。島根県看護協会や市町村と連携して、未就
業看護職員の把握に努めるとともに、復職の相談体制・機能の強化や復職を
支援する研修体制の充実を図る。

○県の基幹病院としての機能を維持・充実するために、勤務環境改善等を含
め、医療従事者の確保を積極的に行うとともに、地域医療機関との適切な役
割分担による連携の強化を図りながら、質の高い医療の提供と健全経営の推
進を図る。

○また、精神医療については、急性期治療体制を維持するとともに、入院患
者の早期退院支援の充実を図る。

○こっころ協賛店の拡大（県西部）に向けたフェスタやスタンプラリーの実
施、子育て情報誌「コトヒト」の発行及びこっころキャンペーンの開催によ
り、より一層協賛店のＰＲ強化を行いながら、子育てを社会全体で応援する
気運醸成を図る。

○島根労働局や商工会議所等と連携し、未認定企業に対して認定申請を働き
かけ、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業の拡大を図る。

○子育て支援について、市町村の意見を聞きながら、地域ニーズに応じたき
め細かな子育て支援を行う市町村の取り組みを支援していく。

○縁結び応援について、行政、団体・企業、ボランティアが連携・協働する
支援体制をつくるため、モデル地区を設定し、地域が一体となった取り組み
を進め、県内に拡大していく。

○「島根県子ども子育て支援推進会議」を設置し、県計画の審議を行うとと
もに、国の検討の動向を注視しながら、県の関係部局（義務教育課・総務部
総務課）及び市町村との情報共有や連携の強化を図り、円滑な実施に向けた
準備を進めていく。

○長期的な保育ニーズに留意しつつ、市町村の実態に応じた保育所の施設整
備の計画的取り組みを支援し、待機児童の解消を進めていく。また、保育所
や放課後児童クラブ等において必要な保育等が受けられるよう、小規模保育
所の運営の安定化など、地域の実情に応じた市町村の取り組みを支援してい
く。

こっころ事業の協賛店
舗数（累計）

退院率（3ヶ月以内）
（こころの医療セン
ター）（年間）

県内養成機関を卒業し
た看護職員の県内就業
率

Ｂ

施策Ⅱ-３-３
医療従事者
の養成・確
保

施策Ⅱ-４-１
子育て環境
の充実

○県内全域を対象とする県の

基幹的病院として実施すべき

救急医療や高度・特殊・専門

医療、地域医療支援機能等を

充実して、県民に安全安心で

良質な医療を提供します。

しまね地域医療支援セ
ンターへの医師登録者
数

従業員の子育て支援に
積極的に取り組む企業
数（累計）

施策Ⅱ-３-２
県立病院に
おける良質
な医療提供

平均在院日数（中央病
院）（年間）

Ⅱ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
ま
ね

3
医療の確
保

4
子育て支
援の充実
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

世帯 87 91 90

％ 80 81.1 80.0

％ 10.7以下 10.8 10.7以下

％ 64.9 65.8 68.5

％ 80.9 80.9 81.4

％ 65 66 67

％ 88 88 89

％ 92 93 92

○年度当初からの安定的な予算が確保されるよう、国等の動向を注視し機会
を捉え働きかける。

○引き続きコスト縮減を図る。

○島根県道づくり調整会議等を活用し、国県道・市町村道・農林道・漁港関
連道等との連携を図り、効率的・総合的な整備を進める。

○関係者の事業への理解と協力を得るよう努める。
　　・構想段階からの住民参加
　　・説明会や広報活動の充実　　など

○県単用地先行取得制度を活用し、計画的に事業用地を確保する。

○道路パトロールの徹底と「道と川の相談ダイヤル」の活用等で補修箇所を
早期発見し予防保全的修繕を行うことにより、施設の長寿命化や更なる舗装
水準の確保に努める。

○市町村職員及び要保護児童対策地域協議会構成員を対象とした市町村職員
等専門研修等を継続実施し、専門性の向上と市町村の相談支援体制の強化を
図る。また、児童相談所については、引き続き、専門職員の拡充や研修の充
実により、相談支援機能の強化を図っていく。

○国の「社会的養護の課題と将来像」の基本的方向性を踏まえ、各施設と、
それぞれの課題や中・長期的視点に立った運営方針等について意見交換をし
ながら、施設の小規模化や機能強化等を図るための計画を策定し、適切な対
応を行っていく。

○里親登録者を増やし、被虐待児等に対応できる専門的スキルのある専門里
親の登録を増やしていくため、里親会、児童相談所、市町村等の関係機関が
連携し、里親制度の一層の普及促進を図るとともに、里親の専門性向上を図
る研修を行っていく。

○母子家庭等の自立支援については、ハローワーク、福祉事務所等との連携
を深め、就業支援や生活支援、母子相談等のサービスが一体的に提供できる
よう関係機関との効果的なネットワークづくりを進めていく。

就業支援により就職に
結びついた母子世帯等
の割合（年間）

○虐待を受けているなど保護

が必要な子どもやその家庭へ

の相談・支援体制を充実し、

子どもたちの権利を守り、社

会への自立に向けた支援を進

めるとともに、母子家庭等の

生活・経済面での自立支援を

進めます。

Ａ

○超早産を予防するため、妊婦健診の受診を促すとともに、産科医会等と連
携し、早産予防モデル事業（早産や低出生体重児の出生を予防するため、妊
娠初期に「細菌性膣症」（感染症）の検査を行い、必要に応じ治療につなげ
る。事業終了後（Ｈ２４～Ｈ２６年度事業）、事業評価し市町村事業に移行
予定。）を実施する。

○妊娠中の健康管理について正しく情報提供するため、妊婦健康診査及び母
親学級の場を活用し啓発する。

○乳幼児健診受診率の更なる向上のため、実施主体である市町村と連携し、
全戸訪問やそれぞれの広報媒体を活用しながら周知徹底に努める。

○Ｈ２４年度に実施した人工妊娠中絶調査（受療者及び執刀医への調査）結
果から、望まない妊娠を防ぎ、性についての正しい知識を身につけるため、
教育現場の学校等とともに、関係機関と連携した取り組みを実施する。

○全ての親と子が健やかに暮

らせるよう、妊娠、出産期や

小児・思春期を通じた親と子

の心と体の健康の保持増進を

目指します。

低出生体重児の出生割
合（年間）

出生後４か月児の母乳
育児の割合（年間）

良好な路面状態の確保
率

Ｂ

○全市町村において、妊婦健康診査や
母子への健康支援、乳幼児等の医療費
助成など各種支援を実施している。

○健やか親子しまね計画等の推進によ
り、妊娠、出産、育児等総合的な取り
組みを実施している。

○早産の原因となる妊娠中の喫煙や飲
酒は、ゼロになっておらず、引き続き
啓発が必要。

○効率的・計画的に道路の整

備や維持管理を行い、県民が

通勤、通学、買い物、医療、

福祉等の日常生活や産業活動

を円滑に行えるようにしま

す。

広域市町村圏中心地へ
の30分アクセス圏域
（人口比）

緊急輸送道路の改良率

Ａ

○道路整備について、予算の確保が事
業進捗の前提だが、各事業とも予算の
確保に努め概ね計画どおりに進捗して
いる。

○その結果、少しずつではあるが県民
の日常生活や産業活動の基礎となるイ
ンフラ整備、および維持補修は進んで
いる。 道路改良率

施策Ⅱ-４-２
子育て福祉
の充実

施策Ⅱ-５-１
道路網の整
備と維持管
理

里親登録数（累計）

施策Ⅱ-４-３
母子保健の
推進

○研修会の実施により市町村の相談支
援体制の充実を図り、社会的養護を必
要とする児童の保護や養育、母子家庭
等の自立支援に向けた取り組みを行
い、一定の成果をあげることができ
た。

○新規里親登録の拡大に向けた普及啓
発活動に継続的に取り組んだ結果、登
録数は目標値を超えることができた。

○母子世帯等の自立支援については関
係機関や民間企業とのきめ細やかな連
携により多くの就業につなげることが
できた。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

万人 443 446 443

万人 140 139 140

万人 44 42 44

％ 98 98 100

施策Ⅱ-５-３
地域情報化
の推進

○県内ほぼ全域において整っ

た超高速インターネット環境

等の利活用を進めることに

よって、県民生活や産業活動

における利便性の向上や、過

疎化・高齢化が進んだ地域の

医療、福祉、買い物等日常生

活を支える機能の維持・確保

を図ります。

超高速通信サービス利
用率

％ 35 35.6 50

○県民がより利便性・必要性を感じることのできる公共的サービスの電子的
提供に向け、各分野で以下のような取り組みを進める。
（医療分野）…医療機関連携を強化し、効果的・効率的な医療の提供に資す
るため、全県医療ネットワークの整備を進める。
（福祉・生活分野）…高齢者の見守り支援や買い物支援の導入を検討する市
町村を支援する。
（教育分野）…各学校に共通の校務システムの導入を検討する市町村の支援
など校務の情報化を推進するとともに、授業におけるＩＣＴの活用を図る。
（産業分野）…特に中小企業に対するＩＣＴ利活用のコンサルタント機能を
充実させる。
（行政手続・行政情報分野）…手続の簡素化や本人確認方法の見直し等によ
り行政手続の電子化を推進する。
　…携帯電話、テレビのデジタル放送、ソーシャルメディアの利用等により
行政情報の電子的提供の拡大を図る。
　…電子調達システムの第２期システムの開発において、より入札事務の効
率化につながるものとする。
　…ＧＩＳの県民へのＰＲを継続し、利用を促す。

○公民館等の県民に身近な場所で、県民のＩＣＴ利活用能力の向上を図るほ
か、情報セキュリティや情報モラルの普及に努める。

○全県医療ネットワークの整備、福
祉・生活面での高齢者向けサービスシ
ステムの企画・開発、行政手続の電子
化推進、学校校務の情報化・授業での
ＩＣＴ利活用など、いずれの施策も順
調に進んでいる。

○電子調達システムについては、電子
入札の実施率が高まっている。

○ＧＩＳについてはアクセス数が増加
しており、また市町村職員向けの実務
研修会への参加者も増え、利用への理
解が高まっている。

○県民が通学、通院、買い物

等の日常生活を円滑に送るこ

とができるよう、鉄道、バ

ス、離島航路等の公共交通機

関の運行を維持するととも

に、地域が担う多様な輸送

サービスの普及により、地域

生活交通を確保します。

一畑電車の年間利用者
数

○運行ダイヤの改善など利用者の利便性向上を図るとともに、「出雲大社の
大遷宮」などの観光イベントや隠岐ジオパーク認定（予定）等、地域資源を
生かした魅力づくりを通じ、地元自治体や観光部局とともに観光利用者の増
加に取り組む。

○各交通事業者に、経営効率化やサービス向上に向けた取り組みを求める。

○次期高速船の安定的な就航の確保や利便性向上のため、隠岐広域連合によ
る指定管理者制度の適切な運用に向けて取り組む。

○バス路線運行維持の支援について、国・県・市町村の役割分担を踏まえ、
支援制度の見直しを行う。

○一畑電車支援計画が着実に実施されるよう、沿線２市と連携し取り組みを
進める。

○レインボージェット対応施設については、平成26年3月までに完成する見
込み。

○別府港については、西ノ島町の内航船ターミナルビルと併せて平成25年夏
までにギャングウェイを新設し、動線改良を行う。

○来居港では内航フェリー就航率向上のため、平成24年度から岸壁改良の設
計に着手しており、平成27年度の完成を目指す。

生活バスの年間利用者
数

施策Ⅱ-５-２
地域生活交
通の確保

隠岐航路の年間利用者
数

離島航路の岸壁整備率

Ｂ

○少子高齢化、自家用車の普及により
地元利用者の減少は続いているが 、
「神話博しまね」の開催などによる観
光利用者の増加や、運行支援、施設整
備支援により路線の維持が図られたこ
とにより、施策目的の達成に向け順調
に進んでいる。一方で、観光集客に成
果のあった「神々の国しまね」プロ
ジェクト以降も、路線の維持を図りな
がら利用者数を維持する取り組みが必
要である。

○平成２４年度で西郷港の岸壁やふ頭
用地の造成がほぼ完成するなど順調に
整備を進めている。

Ａ
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

区域 11 8 18

％ 86 86 91

組織 20 20 30

％ 74 74 77

東部地区 ％ 88 88 89

西部地区 ％ 43 43 46

隠岐地区 ％ 58 62 64

戸 14,600 14,800 17,000

○長期未着手都市計画道路の見直しに当たっては、関係機関会議を密に開催
するなど関係者との連携をより強め検討を進める。

○地籍調査は、国に対して、国庫予算の確保と補助対象の拡大を要望する。

○電線共同溝については、計画の早い段階から関係機関および地元との調整
を行い、円滑な事業実施を図る。この際、地域の実情に応じ地中化方式以外
の手法も活用し、地域住民の合意が得やすい方法で整備を推進する。

○適切な土地利用や計画的な市街地の整備を推進するため、研修等により県
職員の資質向上を図るとともに、基礎自治体である市町村や関係機関との連
携を密にする。

○農村地域の定住条件の整備事業については、平成２６年度以降の整備に必
要な予算の確保と共に、整備コストの縮減に努める。

○鳥獣対策は、環境整備、被害防除、有害鳥獣捕獲を効果的に組み合わせる
ことが重要であることから、地域の被害状況や体制に応じた適切な対策を市
町村等へ指導する。

○汚水処理施設の普及促進については、Ｈ23年2月に策定した生活排水処理
ビジョン（第4次構想）に基づいた整備が進むよう、事業主体である市町村
を支援し、地域の実情や特性に合った効率的な整備を促進するとともに、施
設整備に不可欠な国予算の確保について、様々なチャンネルを通して国に対
し要請していく。

○汚水処理施設への接続率の向上には、啓発活動が重要であり、従来から実
施している出前講座、下水道展の拡充を図る。さらに、市町村が集まる各種
会合の中で積極的に情報提供を行う。

○県営住宅のバリアフリー化を進めるとともに、国の制度なども活用した民
間賃貸住宅のバリアフリー化も積極的に促進していく。

○県営水道用水供給事業は、受益者負担（水道料金）に配慮しながら、施設
の老朽・耐震化対策を計画的に実施する。ライフサイクルコストを抑えるよ
う予防保全に努める。

○ひとにやさしいまちづくり条例に基づく公共的施設の高齢者・身障者対応
に関する適合証については、事業主に対し積極的に取得するよう啓発を行っ
ていく。

○身体障がい者等用駐車場の確保を図る思いやり駐車場制度については、参
加各県との連携を強化し、一層の普及を図る。

○下水道等の汚水処理施設の

整備や良質な住宅の整備促

進、環境の緑化など居住環境

を整備し、県民が快適な生活

を送れるようにします。

鳥獣対策集落協議会設
置数（累計）

長期未着手都市計画道
路の見直し区域（累
計）

電線類地中化等整備率

施策Ⅱ-５-４
都市・農山
漁村空間の
保全・整備

○適切な土地利用や計画的な

市街地の整備を行うととも

に、美しい自然や伝統文化な

ど豊かな地域資源を活かした

特色ある農山漁村空間づくり

を進めます。

施策Ⅱ-５-５
居住環境づ
くり

高齢者の居住するバリ
アフリー化された住宅
の戸数（累計）

汚水処理人口普及率
（全県）

Ｂ

○長期未着手都市計画道路の見直し検
討については、住民や国等関係機関と
の調整に時間を要したため、３区域が
H24年度内に完了しなかった。

○電線類を地中化することで、歩行空
間の安全性･快適性の向上及び都市景観
の向上が図られ、快適な都市空間の創
出に貢献している。

○中山間地域総合整備事業を実施する
のに必要な国の農業農村整備予算は、
平成２２年度以降削減されていたが、
国の平成24年度予備費等により回復し
たことから、計画している防火水槽と
集落道路の整備は順調に進んでいる。

○鳥獣被害対策を実施した農地への被
害は、侵入防止柵等の維持管理や農地
を餌場としない取り組み、追い払い活
動等を適切に実施することで被害を軽
減している。

Ｂ

○高齢者の居住する住宅のバリアフ
リー化は順調に進展している。

○汚水処理施設整備については、西部
地区の普及が特に遅れており、市町や
関係課と連携し、集合処理から個別処
理へ整備手法の変更を行うなど、各地
区の実情や特性に合った効率的な取り
組みを進める必要がある。

○県営水道用水供給事業は、各市の求
めに応じ用水を確実に供給している。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

組織 150 149 210

組織 210 209 288

％ 100 100 100

％
小学生

98
97.7

小学生
100

施策Ⅲ-１-１
学校・家
庭・地域の
連携協力に
よる教育の
充実

○中山間地域の厳しい状況を踏まえ、中山間地域対策を強力に推進していく
ため、中山間地域対策プロジェクトチームの活動を通じ、一層の部局の連携
を図る。

○「しまねの郷づくりカルテ」の県内市町村への浸透と、市町村や地区住民
の主体的な地域づくりの取組を促すための使いやすいシステムを構築する。

○過疎（中山間）地域自立促進事業を活用しながら、各地区の仕組みづくり
や課題解決に向けた取り組みをサポートする。

○担い手不在集落をカバーするサポート経営体の育成を進めるとともに、サ
ポート経営体の負担軽減のための支援制度を着実に実施していく。

○基本的生活習慣や社会性が身につくよう、引き続きふるまいの向上に取り
組んでいく。「しまねのふるまい推進連絡協議会」を中心に他部局と連携を
深め、工夫しながら関心を高める取組みを進める。

○小中学校9年間を見通した系統性、発展性のあるふるさと教育を推進する
とともに、支援体制の充実を図る。

○基本的生活習慣の一つとして、健康づくりに視点をおいた「和食」の推進
を関係部署と連携して取り組むとともに、保護者向けの広報誌やホームペー
ジ・マスメディアの効果的な活用を工夫しながら広報啓発を行う。

地域貢献型集落営農組
織数（累計）

○行政や地域住民に加えて、

ＮＰＯや関係団体等の地域内

外からの多様な主体の参画に

より、地域コミュニティの維

持・再生に努めます。

○基本的生活習慣や社会性を

身に付けた、感性豊かなたく

ましい子どもに成長するよ

う、学校・家庭・地域が連携

協力し、一体となった取組を

進めます。

施策Ⅱ-５-６
地域コミュ
ニティの維
持・再生

地域コミュニティの再
生に取り組む住民自治
組織数（累計）

ふるさと教育を３５時
間以上実施している小
中学校の割合（年間）

朝食を毎日とる児童の
割合（年間）

○コミュニティ再生重点プロジェクト
事業、コミュニティ再生支援事業や中
山間地域対策プロジェクトチームの取
り組みにより、各市町村で地域運営の
仕組みや組織づくりの取り組みが進ん
でおり、地域コミュニティの再生に取
り組む住民自治組織づくりは概ね順調
に進んでいる。一方で、目標値の達成
はできなかったため、さらに部局間の
連携を高める必要がある。

○県内各地域で、担い手不在集落をカ
バーするサポート経営体の育成、ＵＩ
ターンのための雇用部門づくり、組織
間連携に向けた活動など集落の維持・
活性化に貢献する集落営農組織の育成
が進んでいる。一方で、目標値の達成
はできなかったため、組織の育成、支
援を更に進める必要がある。

Ｂ

○基本的生活習慣や社会性が身につく
よう「ふるまい向上」の取組を、学
校、公民館、子育て関係機関等と連携
を図りながら行っており、地域全体に
広がりつつあるが、一般県民への認知
度は十分ではない。教育庁内各課や他
部局と連携を強化して取り組む必要が
ある。

○子どもがふるさとの将来に自分が果
たすべき役割について学ぶ「地域課題
（地域医療）」に即した取組を新たに
加えて、「ふるさと教育」の取組を拡
充した。また、地域力醸成モデル公民
館の取組を他部局の抱える地域課題も
取り込んだことにより、課題解決に向
けた取組が展開されている。

○朝食の摂取状況や家庭、地域と連携
した食に関する活動の取組状況は、概
ね良好ではあるが、保護者の意識に温
度差があることから、保護者への啓発
の仕方を工夫していくことが必要であ
る。

Ｂ

Ⅱ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
ま
ね

5
生活基盤
の維持・
確保

Ⅲ
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 60.0 57.3 60.0

％ 15以下 18.4 10以下

％ 27以下 32.7 20以下

96.5 95.9 97.5

％ 1.25以下 1.33 1.1以下

施策Ⅲ-１-２
発達段階に
応じた教育
の振興

不登校児童生徒の割合
（年間）

中学校３年生で数学の
勉強は好きだとする生
徒の割合

平日に家や図書館で全
く読書をしない児童生
徒の割合（年間）（小
学生）

平日に家や図書館で全
く読書をしない児童生
徒の割合（年間）（中
学生）

○子どもたちが自主的・計画的に家庭学習に取り組む習慣をつけていくため
に、主体的に学習に取り組む意欲や態度を培う授業づくりを進め、授業と家
庭学習が効果的に連携していくように学校や家庭に働きかける。授業のねら
いを達成するための言語活動を充実し、学校全体として組織的に授業改善を
図っていく。読書活動の一層の充実を図るとともに、学校図書館を活用した
教育の推進を図る。引き続き学力調査による実態把握と事業成果の検証を
行っていく。

○児童生徒一人一人の状況を丁寧に把握し、当該児童生徒が集団のなかで居
場所を作れるよう学校全体で情報共有し、適切な対応を行う。そのための教
職員に対する研修の充実も図る。

○子どもが幼児期から様々な遊びや運動に積極的に親しみ、体を動かす習慣
を身につけるため、幼児期を取り巻く保護者、幼稚園教員、保育士、地域の
方々を対象とした啓発活動や実技講習会を実施する。

○県全体でキャリア教育を推進していくためには特に普通科高校でのイン
ターンシップや企業見学など知識活用型の学習や問題解決型の学習を強化
し、学校での学習と社会や生活とのつながりを意識した取り組みを展開して
いく。

○特別支援教育の理解を拡げていくため、現在行われている各活動について
継続して取り組む。医療的ケアの研修では、引き続き担当者の知識・技術の
向上を図り、安全かつ適切な運用につなげる。就労に向けての対策として、
職場開拓の方法や関係機関の連携等を拡充していく。

○児童生徒の安全安心の確保、教育環境の充実のため、計画的な施設の整備
に努める。教育施設の耐震化については、全ての施設の耐震対策が平成２７
年度末までに完了するように耐震改修工事を行うとともに、非構造部材の耐
震化を進めていく。

○私立学校の経営安定化や魅力向上を図るため、経常費助成や魅力特色補助
金交付などの支援を行う。全ての私立学校・高等学校からカリキュラムを提
出させ、学習指導要領のチェックを行い、一定水準以上の教育内容が維持さ
れているか検証する。

○幼保小中高が連携を図りな

がら、発達段階に応じたきめ

細かな教育を推進することに

より、児童生徒が、心身の健

康と確かな学力を身につけ、

社会の一員として自立して生

きていけるよう育みます。

子どもの体力値

Ｂ

○全国学力・学習状況調査の結果か
ら、国語、算数・数学が好きな児童生
徒の割合が、目標値に対して達成率が
すべて９０％を上回っている。しか
し、全国調査の結果をみると、小学校
では正答率が全国的に下位にあるた
め、基礎的・基本的な知識・技能も含
め、学力向上の一層の取組みが必要で
ある。小・中学生の家庭学習の時間は
改善傾向にあるが、平日に１日１時間
以上勉強する中学３年生の割合が全国
平均を大きく下回るなど、家庭学習の
習慣付けが必要である。学校、家庭が
連携を図ることで、家での読書時間の
確保を図る必要がある

○不登校児童生徒については、児童生
徒や保護者へのきめ細かな相談支援体
制を構築し、学校ぐるみの組織的な対
応を行うことにより、引き続き不登校
の未然防止や早期対応に努める必要が
ある。

○指導主事による全小中学校の訪問、
モデル指定校の研究実践など、「子ど
もの体力向上支援事業」を通して、体
力向上の取組や「しまねっ子！元気
アップレポート」の活用など、学校に
おいて積極的な取組が行われ始めてお
り、今後も継続的な体力づくりを推進
していく必要がある。

○特別な支援が必要な生徒数の増加、
障がいの重度・重複化、多様化が見ら
れるため、特別支援教育への理解・啓
発と医療的ケアに関わる研修の実施、
センター的機能の充実などが必要であ
る。

○学校施設の耐震化、老朽施設等の改
修等により、児童生徒に対しての安全
安心な教育環境づくりは概ね順調に進
んでいる。一方、経年等により多くの
施設において、改築や改修の必要性が
高まっている。

○私立学校に対するさまざまな助成を
行うことにより、保護者の学費負担の
軽減、教育環境・教育水準の維持向
上、学校運営の安定化、学校の魅力・
特色づくりを進めることができた。

Ⅲ
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豊
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

人 42,000 42,751 45,000

％ 26.3以下 34.9 25.5以下

％ 100以上 107.3 100以上

％ 100以上 104.3 100以上

％ 100以上 106.3 100以上

人 5,000以上 5,984 5,000以上

人 1,400 1,429 1,500

法人 255 260 285

％ 25.5 28.3 30

○県民一人ひとりが自主的・

主体的に生涯を通じた学習に

取り組むとともに、その学習

の成果が社会生活に生かされ

る生涯学習社会を目指しま

す。

○多くの県民が、地域課題の

解決に向けた様々な社会貢献

活動に、積極的に参加しやす

い環境づくりを目指します。

○社会教育指導者･関係者等の社会教育実践者の資質向上に重点をおきなが
ら、研修体系の見直しに取り組む。

○社会教育施設の冬季利用を図るため新規プログラムの開発を検討する。

○市町村立図書館や学校図書館への支援、レファレンス、古文書の解読や資
料保存対策など、高度化・細分化する業務に対応するため、司書職員の更な
る資質向上に取り組む。

○団体の自律性を高めるため、しまね県民活動支援センターの機能を十分発
揮し、各種研修会の実施や各団体への働きかけ、相談事業等を実施する。

○関係機関と連携し、「島根いきいき広場」改修等により、使いやすい内容
の充実したサイトとなるよう取り組む。

○法人の総務事務へのボランティア参加など、当事者意識がなくても法人の
活動に参加できるような取り組みを進める。

○青少年育成島根県民会議の事業を通じて、次代を担う青少年を健全に育成
していくことの重要性について広報啓発を進めるとともに、大人が率先して
青少年健全育成に関与していく機会を積極的に提供していく中で、県民会議
の財政基盤強化活動（会員の拡充）に努める。

○県民への広報啓発により子ども・若者支援への理解を深めるとともに、市
町村の状況に応じた体制整備を提案し、地域の温度差を解消していく。

○少年の規範意識の醸成や社会性を養成するため、県内全小・中・高校で非
行防止教室を開催するとともに、警察職員や警察ボランティアが関与する社
会参加活動への参加を促したり、就学・就労などの立ち直り支援や、子ども
支援センター等関係機関・団体と連携した少年の自立支援活動を更に推進す
る。

社会教育実践者の養成
（延べ研修参加者）人
数

県立大学・短期大学部
の入学定員充足率（浜
田キャンパス）

刑法犯少年の再非行率
（暦年）

県立大学・短期大学部
の公開講座年間受講者
数

県立大学・短期大学部
の入学定員充足率（松
江キャンパス）

県立大学・短期大学部
の入学定員充足率（出
雲キャンパス）

青少年健全育成活動年
間参加者数

○島根県公立大学法人評価委員会による客観的な評価を行い、施策目的であ
る魅力ある大学づくり、地域社会に貢献する人材育成に必要とされる支援を
行う。

○大学全入時代において、競争力を高めるために教育内容の充実、就職支援
の強化を進めて行く。

○大学の自主的自律的な運営により、社会に役立つ人材の育成や魅力向上に
つながる就職支援、島根の地域振興に結びつく市町村等との連携など地域に
根ざし、地域に貢献する大学として一層の魅力ある大学づくりをめざす。

NPO法人の認証数

ボランティア活動に参
加している人の割合

○青少年が、社会の一員とし

て必要な社会規範や自立性、

豊かな人間性・社会性を身に

付け、心身ともに健やかに成

長するよう、学校・家庭・地

域・関係団体と連携して環境

整備を進めます。

施策Ⅲ-１-３
青少年の健
全な育成の
推進

施策Ⅲ-１-４
高等教育の
充実

○自主的・自律的な運営によ

る魅力ある学校づくりを進め

ながら、地域社会に貢献する

優れた人材を育成するよう、

地域に密着した研究活動や教

育活動の充実を図ります。

○各地域における青少年の健全育成に
関する広報活動が活発に行われたり、
関係者への研修会や青少年を取り巻く
大人のネットワーク整備が進められ、
青少年が健全に成長できる環境が整い
つつある。

○平成24年は、非行少年の数は減少し
たものの、家庭や学校生活など複雑な
問題を抱える少年への指導や支援が十
分に行き届かなかったため、刑法犯少
年の再非行率の目標値は達成できな
かったが、非行少年への指導、助言、
就労等の支援や社会参加活動への参加
促進などの立ち直り支援対策を従来よ
り強化しているところであり、平成25
年６月末の再非行率は、23.8％（目標
値26.1％）と減少している。
今後とも引き続き非行防止に向けた取
組が必要である。

Ａ

○中期目標に基づき、人材育成や地域
連携の強化により魅力ある学校づくり
を進めるため、ボランティア活動に対
しポイントを付与するボランティアマ
イレージ制度導入による学生ボラン
ティアの推進、公開講座の充実、浜田
市、江津市、益田市との共同研究など
が図られた。

Ａ

○社会教育研修センターが実施する研
修により、市町村等各地域や関係団体
において、学習支援事業を企画・実
施・運営できる社会教育実践者の養成
が進んでいる。

○過去からの地道なボランティア活動
の啓発により、H２３社会基本調査にお
けるボランティア行動率は全国２位と
なった。また、事前の法改正に向けた
周知活動の結果、認定・仮認定ＮＰＯ
法人数の人口比は５月末時点で全国１
位となり、認定・仮認定法人制度の活
用など迅速に法改正に対応している。

施策Ⅲ-２-１
生涯を通じ
た学習と社
会貢献活動
の推進

Ｂ
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 36 36.7 40

種目 16 10 16

種目 47 51 47

人

○県民文化祭については、さらに幅広い県民が参加できる開かれた文化祭に
するとともに、中・高・大学生等、広く若者も取り込んだ文化祭とすること
により、担い手の育成に努め、文化活動の裾野の拡大を図る。また、共催事
業については、参加をさらに働きかけるなど、戦略的なPR方法を検討してい
く。

○県立美術館、石見美術館については、限られた予算の中で如何にして質の
高い美術を鑑賞する機会を提供していくかを引き続き検討し、並行して今後
の美術館のあり方（企画展、地域連携など）を検討していく。

○県民会館、いわみ芸術劇場については、指定管理者であるしまね文化振興
財団と連携して、それぞれの施設運営にとどまらない文化事業の充実と質の
高い芸術文化を鑑賞する機会の提供、文化団体の育成支援の充実に努める。

○文化部参加生徒数及び指導者を確保し、地域や文化団体等との連携を一層
深めるため、活動水準の維持・向上、さらには次代の文化活動の担い手を育
成していく。

○児童・生徒が多様な芸術文化に触れる機会や活動成果の発表の場を提供す
るとともに、社会人指導者の活用による技術力・表現力の向上を図る。

○県民一人ひとりの体力や

年齢、技術、興味、目的に応

じて多様なスポーツ活動が

実践できる環境づくりを目

指します。

○国際大会や国民体育大会な

どの全国大会において、優秀

な成績を収められる選手の育

成を目指します。

施策Ⅲ-２-３
文化芸術の
振興

○広く県民が文化芸術を鑑賞

し、参加し、創造することが

できる環境づくりを目指しま

す。

県民文化祭の年間参加
者数

スポーツに取り組んで
いる人の割合

全国中学校体育大会・
全国高等学校総合体育
大会等の年間入賞種目
数

○競技団体が自ら計画し、保護者や地域の方々の競技への理解・応援を通し
て、競技の中・長期的な普及につなげる取組を行う。

○H28全国高校総体を契機とした運動部活動の活性化を図る。

○県外遠征や県外強豪校との招請合宿による選手強化を行う。

○国民体育大会へ支援コーチ、トレーナーの派遣やサポートスタッフによる
継続的な指導を実施する。

○大会誘致など地域に根ざした競技の定着を推進するなど、競技団体・関係
団体・地域が一体となり取り組む。

○指導者の確保のため、適正配置や外部指導者の派遣、先進校等への派遣な
ど、競技力を全国レベルに高める指導者の育成を図る。

50,000

施策Ⅲ-２-２
スポーツの
振興

Ｂ

○Ｈ24年度の県スポーツ・レクリエー
ション祭には、近年の最高値である
6,500人の参加者があり、県民のスポー
ツへの参画を後押ししている。

○国体において、少年の部は、H15から
の9年間の競技得点の平均が149.3点と
高得点を維持し、安定した競技力を持
つ競技もあり、上位入賞するなどの結
果が出ている。

○少子化・過疎化に伴い、競技人口が
減少しており、また、指導者も高齢化
するなど競技力の向上を目指す上での
課題も多い。

国民体育大会年間入賞
種目数

Ｂ

○県民文化祭の参加者数については、
目標に対して概ね順調であるが、県民
の文化活動に対する意欲や関心の向上
策や参加者を安定的に確保する取り組
みが必要である。

○県立文化施設の入館者等について
は、３館合計では目標値を達成するこ
とができたが、県予算が縮減される
中、これまでと同じような事業展開
（企画展や芸術鑑賞事業など）を行っ
ていくことが困難となりつつあるた
め、見直しを図っていく必要がある。

○関係団体が実施する様々な取組の支
援により、学校文化部活動は活性化
し、地域や文化団体等との連携や文化
活動の認知度上昇、特色ある学校作り
に向けた文化活動の取組があった。一
方、少子化による生徒数の減少や指導
者の確保難による部活動の整理統合に
より、学校文化部活動を取り巻く環境
が厳しくなると思われることから、生
徒の文化活動への参加の機運を醸成す
る取り組み及び外部指導者を活用する
取り組みを行う必要がある。

45,701 50,000
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 97 96.7 97

人 4,550 4,112 4,700

施策Ⅲ-３-１
人権施策の
推進

固定的性別役割分担意
識にとらわれない人の
割合

○「固定的な性別役割分担意識にとら
われない人の割合」は年々増加してい
る一方で、若年層の意識がやや低い傾
向にあったり、地域においては自治会
会長等の９割以上は男性であるなど、
女性の参画はなかなか進んでおらず、
引き続き、広報・啓発に取り組む必要
がある。

○県の審議会等の中には女性委員が4割
に満たないものもあり、更に女性参画
率の向上に取り組む必要がある。

○全市町村に女性相談窓口が設置さ
れ、１7市町村（H23より2増加）では市
町村DV対策基本計画が策定され、女性
相談の充実につながった。さらに「女
性に対する暴力をなくす運動」期間中
に警察や市町村など105機関が、県内12
箇所で実施した街頭啓発活動などによ
り、女性相談窓口の周知や意識啓発が
図られた。

Ｂ 520

％ 69 71.6 75.0

〇第2次島根県男女共同参画計画に基づき、引き続き、総合的に施策を展開
し、男女共同参画を推進していく。
今後の取組の方向性は次のとおり。
・県民一人ひとりの男女共同参画に対する理解を深めるため、継続した広
報・啓発に取り組む。
・特に、男性の自立支援、県内の大学生等を対象にした啓発普及のための講
座の実施、企業等に対するワーク・ライフ・バランスの理解促進などに取り
組む。
・地域における自主的な啓発活動を促進するため、市町村と男女共同参画サ
ポーターとの連携した取り組みなどに対して支援を行う。
・政策・方針決定過程への男女とも参画を進めていくため、女性人材リスト
への登録・情報提供など、審議会等への女性の参画を促進する。
・ＤＶ対策について、市町村における相談･支援体制の充実と関係機関の連
携強化を進めるとともに、県民の理解促進に向けた啓発活動に引き続き取り
組む。
・ＤＶ防止のためには、若年層への予防啓発が重要であるため、教育委員
会、学校等と連携し、中学生・高校生等に対する「デートＤＶ」予防教育を
充実させる。

○文化理解講座や交流事業を着実に続けるとともに、県・国際センターの
ホームページやメールマガジン、フェイスブックなど情報発信ツールや、取
り組み内容について、メディアに取り上げてもらうなど、幅広に情報発信を
行うことで、事業への参画呼びかけや異文化理解の必要性を広く伝えるよう
努める。
また、市町村はもとより外国人の在籍する企業や大学の関係者に対しても理
解活動を進め、協力者となってもらうよう働きかける。

○県民一人ひとりが人権の意

義や重要性を認識し、人権が

尊重され、差別や偏見のない

住みよい社会の実現を目指し

ます。

「人権啓発フェスティ
バル」・「人権・同和
問題を考える県民のつ
どい」の参加者のう
ち、人権課題への関心
や意識を高める上で役
立ったと思う人の割合

人権啓発推進センター
の年間利用者数

○東日本大震災以降、しまね国際セン
ターとの協力による外国人向け防災冊
子やリーフレットの作成、大学や市町
村とも連携した防災訓練への参加等の
積極的な取り組みを行い県・市町村施
策へ反映したことにより、県民の理解
が一層進み、登録者数が平成２７年度
の目標値を達成した。このことによ
り、より充実した外国人に対する理解
促進や在住外国人の支援等を継続して
実施することができ、国際化並びに多
文化共生を進展させることが可能と考
える。
ただし、県及びしまね国際センターを
中心とした施策実施であり、登録者が
増えつつあるとは言え県民全体からす
ると一部の取組にとどまっているた
め、一人でも多くの県民の意識醸成を
図り、理解者・協力者を増やしていく
ことが、今後の課題である。

○「島根県人権施策推進基本方針」に基づき、人権施策を推進することと
し、特に次の事項に留意して取り組みを進める。
・市町村、運動団体、NPO等関係機関と連携して、人権教育や人権啓発など
に取り組んでいく。
・各地域における人権教育、啓発活動が円滑に進むよう、地域における啓発
指導者を養成していく。

○人権啓発センターの新たな利用者を増やすために社員研修での活用や人権
啓発資料の貸出など、同センターの積極的利用を呼び掛ける。

○個別の人権課題についても、その特性を踏まえ、差別と偏見をなくすため
の取組みを継続する。

国際交流ボランティア
登録者数

Ｂ

○人権啓発フェステバルなどのイベン
トの開催や人権啓発センターでの研修
や啓発資料貸出により、人権意識への
関心や理解を高めることができたが、
インターネットによる人権侵害など新
たな人権課題も発生しており、人権施
策の推進が引き続き必要である。

○生徒の人権・同和問題の理解を深め
るため実践的な研究を行う研究指定校
では、国や県の方針を踏まえ、家庭や
地域を巻き込んで研究実践が進められ
ており、この取組が県内各学校に周知
されている。

Ｂ

人 505 542

施策Ⅲ-３-３
国際化と多
文化共生の
推進

○国籍などの異なる人々が互

いの文化や価値観の違いを理

解しあい、共に地域社会の一

員として安心して暮らすこと

のできる、多文化が共生する

地域づくりを目指します。

○国際社会での相互理解を深

め、国際的な感覚を養い、コ

ミュニケーション能力を高め

るなど、国際社会の中で活動

できる人材の育成を目指しま

す。

施策Ⅲ-３-２
男女共同参
画の推進

○男女共同参画意識の普及啓

発等を行うことにより、男女

共同参画についての理解を深

め、県民一人ひとりが、性別

に関わりなく、個性と能力を

発揮でき、共に支えあう地域

社会の実現を目指します。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

人 10 12 25

人 69,700 59,349 72,000

万人 840 849 840

千人 660 659 660

○今後も、希少種動植物の保護、自然保護再生活動等により多様な自然の保
全を図っていくこととし、特に次の点に留意して取り組みを進める。
　・しまねレッドデータブックの改訂
　・指定希少野生動植物の指定及び保全活動の実施
　・県民参加の自然保護の推進
　・外来種対策の実施

○森林再生の継続的な事業実施のための仕組みを提供するとともに、県民へ
の広報、意識啓発について引き続き取り組む。また、県民自らが行う森林保
全活動をサポートセンターが支援する取り組みを推進する。

○次世代を担う若年層に対し、「みーもスクール」をはじめとした森林教育
などの体験をとおして森林・林業への興味・関心を高め、森づくり活動への
参加を促進する。

○松枯れ跡地や荒廃竹林などの再生に向けて、きめ細かい事業メニューを提
供する。

○「しまねの農村景観フォトコンテスト巡回作品展」等の啓発イベントを継
続していく。また、棚田地域等で都市農村交流等による新たな取り組みの掘
り起こしを進める。

○宍道湖・中海の環境保全、賢明利用にかかる活動の情報発信や住民参加の
機会づくりを進め、関係者の一層の連携・協力を図る。

○松くい虫被害について、出雲市等の関係機関と連携し感染源のマツ林の除
去（樹種転換）を早期に行うように森林所有者に勧めるなど、一層の啓発に
取り組む。

施策Ⅲ-４-１
多様な自然
の保全

自然学習施設の年間入
場者数

県民協働の森づくり活
動年間参加者数

○自然公園・森林公園や自然

学習施設を自然の観察や環境

学習の場として活用し、県民

の身近な自然とのふれあいを

推進します。

自然公園等の年間利用
者数

○県民が将来にわたって豊か

な自然の恵みを享受できるよ

う、生物多様性が確保された

多様な自然の保全に取り組み

ます。

希少種条例に基づく
「保護巡視員」の認定
者数（累計）

Ｂ

施策Ⅲ-４-２
自然とのふ
れあいの推
進

○自然公園、自然歩道については、施設老朽度や利用状況などの現況を把握
のうえ予算確保し、計画的な維持修繕を図る。あわせて、市町村の協力やボ
ランティアによる整備等によりコストの削減を図る。また、標識整備等によ
り利便性向上を図り、自然歩道のＰＲやマスコミ等の協力により広報を強化
することで利用者の増加につなげていく。

○三瓶自然館・埋没林公園では、常設展示の更新検討や企画展の充実を行
う。また、広報を充実させ、学校他の教育施設との連携を強化し、学校の見
学機会を増やす等の取組を進める。

○ゴビウスでは、隣接の宍道湖グリーンパークと連携した企画・広報・営業
努力により安定的入館者を確保するとともに、中長期的な運営方針を策定
し、施設の維持管理、展示リニューアルに向けた検討を進めていく。

○アクアスでは、シロイルカ等によるパフォーマンスの魅力向上や、25年度
実施する「冒険の海」等施設の改修による展示の魅力向上、また山陽方面を
中心としたＰＲ強化により集客対策を強化する。また、施設の長寿命化計画
に沿った計画的な施設の修繕・改修による老朽化対策を実施する。

○隠岐ジオパークについては、25年度に世界ジオパーク認定を達成するだけ
でなく、その趣旨を広くＰＲすることにより、隠岐地域における自然とのふ
れあいを推進する。

○しまね花の郷では、近隣施設との連携による新企画の実施や、薬草園の充
実、学校等への利用促進や情報発信の強化を図る。

○希少種情報の収集、希少種条例に基
づく指定希少野生動植物に対する保護
活動、県民参加の自然保護活動を通じ
て、自然の多様性の低下を最低限の進
行にとどめることができた。

○「水と緑の森づくり税」による荒廃
森林の再生は順調に実施され、「しま
ね森林活動サポートセンター」への指
導者登録数、派遣実績も順調に伸びて
いるものの、森づくり活動に積極的に
参加してもらうため県民の理解を今後
一層高める取り組みが今後必要であ
る。

○イベント開催等を通して県民の農
業・農村への関心や農地の保全活動に
対する意識向上に取り組み、24年度の
啓発イベント等には、23年度実績
(8,500人）を上回る推計12,200人の参
加があった。

Ｂ

○自然公園、自然歩道では、施設修繕
による安全確保や、新たなコースパン
フレット作成や標識を整備して、県民
の身近な自然観察の場を提供している
が、安全かつ快適な利用のため、施設
の水準を維持・向上していく必要があ
る。また、広報の強化により、幅広い
利用者を開拓していく必要がある。

○自然学習施設の利用者はほぼ目標に
達したが、企画展や展示物の充実など
来館者の満足度向上のため更なる取り
組み、および施設・設備の老朽化対策
が必要である。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

市町村 5 5 8

地区 24 23 30

Ⅲ
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自然環
境、文
化・歴史
の保全と
活用

施策Ⅲ-４-４
文化財の保
存・継承と
活用

○県民が、全国に誇る島根固

有の歴史・文化に理解を深

め、次の世代へ保存・継承す

るとともに、魅力ある地域づ

くりのために、積極的な活用

を目指します。

島根県において、文化
財の保存･継承と活用
がなされ、地域の歴
史･文化が豊かと思う
人の割合

％ 72.9 69.7 75

施策Ⅲ-４-３
景観の保全
と創造

○本県の歴史遺産の保存・継承と活用に向け、必要性・緊急性を踏まえ修理
等について支援するとともに、指導助言を行っていく。

○古代文化研究については、本県内の特色ある歴史・文化の基礎研究を継続
するとともに、より県民の関心が高いテーマを選定し、県民にも調査研究に
参画してもらうなどの調査手法の検討を行う。

○古代出雲歴史博物館等では、よりわかりやすい展示・紹介に努め、情報発
信や積極的な誘客活動を行う。併せて、神々の国しまねプロジェクト関連事
業である企画展や県外展での成果を踏まえ、他館との連携も図り情報発信を
着実かつ効果的に進める。

○世界遺産石見銀山遺跡を適切に管理し未来に継承していくため、遺跡への
来訪者や、セミナー参加者の関心の動向などを参考にしながら、遺跡を分か
りやすく伝えていくための情報発信、整備と活用について、県と大田市で検
討を進めていく。

○自然景観や田園景観、都市

景観など地域の優れた景観を

守り育て、魅力ある景観づく

りを目指します。

景観計画策定市町村数
（累計）

景観重点地区数（累
計）

○景観行政団体に移行していない市町村に対して、景観形成の意義や効用を
理解してもらうための普及啓発や働きかけが必要であり、併せて十分な支
援・指導ができるよう努める。

○良好な景観形成は、事業者、県民及び自治体が一体となってその役割分担
に応じた保全・創造活動をするものであり、引き続き事業者及び県民に対し
て普及啓発を行っていく。

○築地松景観の保全のため、実態調査結果を踏まえ薬剤樹幹注入への支援な
どの必要な松枯れ対策を推進する。

Ｂ

○成果参考指標に掲げる項目について
は、目標をほぼ達成しており、今後も
引き続き市町村支援を行うことで、景
観計画の策定及び景観重点地区の増加
が見込まれる。

○県の景観施策として、大規模行為の
届出に係る指導・助言、しまね景観賞
をはじめとする普及啓発事業を継続的
に行っており、良好な景観形成に寄与
した。

○築地松景観保全対策のため、実態調
査の結果を踏まえ、築地松景観保全対
策推進協議会を通じた松枯れ対策等の
支援をさらに実施する必要がある。

Ｂ

○県民が島根の歴史・文化に理解を深
めることができるよう、古代体験学習
や文化財講座など、小中学生対象、成
人対象の事業を実施している。

○島根の原始、古代から近・現代に至
る幅広い歴史文化について計画的に調
査研究を進め、その成果を分かりやす
く歴史博物館での企画展や講演会を行
うことにより活用を図っている。

○世界遺産である石見銀山において
も、訪問者の満足度を高めるための
ワークショップや、調査研究の成果を
発表するシンポジウムのほか市・町単
位での小規模な講演会なども開催して
いる。

○県民共有の財産・地域資源である歴
史遺産の保存のための支援や、本県の
歴史遺産の継承と活用に向け、より効
果的な情報発信の手法の探求を行う必
要がある。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

GJ 21.04以下 20.80 20.19以下

％ 85 70.6 85

千t 236以下 248 229以下

％ 77 75 86

人 1,900 1,934 2,400

千kWh 22,594 46,211 28,756

千kWh 30,289 26,272 34,616

Ⅲ
心
豊
か
な
し
ま
ね

4

自然環
境、文
化・歴史
の保全と
活用

施策Ⅲ-４-５
環境保全の
推進

○県民、事業者、ＮＰＯ等の

団体、行政が一体となって、

地域における環境保全や地球

温暖化対策に取り組むととも

に、環境への負荷の少ない社

会の実現を目指します。

エコファーマー認定数
（累計）

一般廃棄物の年間排出
量

環境学習に取り組んで
いる学校の割合

県内総生産（１００万
円）あたりの年間エネ
ルギー使用量

施策Ⅲ-４-６
再生可能エ
ネルギーの
利活用の推
進

太陽光による年間発電
量

バイオマスによる年間
発電量

○県民、事業者、NPO等の団

体、行政は、再生可能エネル

ギーに対する関心を深め、連

携・協働して、その利活用に

取り組みます。

【発電分野】
・県としては、国の予算の動向等を注視しながら、県と市町村が構成員であ
る島根県再生可能エネルギー導入促進協議会等を通じて、導入推進のための
効果的な施策の検討を行うことが必要。
・また、県民各層の再生可能エネルギーに対する理解の増進を図るため、効
果的な広報等を実施し施策の着実な推進を図ることも必要。
・県企業局が行う水力発電については、設備故障による停止を減らすこと
や、効率的なダム運用による水の有効利用を進めることが必要。
　また、風力発電については発電施設のメンテナンス会社の複数化などメン
テナンス体制の見直しを検討することが必要。

【熱利用分野】
・県内産燃料チップの安定供給が図られるよう、島根県素材流通協同組合員
等に対して高性能林業機械の導入、現場技術者の増員やチップ加工施設の規
模拡大を支援することが必要。

【目標値について】
・２４～２７年度の各目標値は、「島根県地域新エネルギー導入促進計画」
（計画期間：H２１～２５年度）に定められた目標値に基づいている。

○環境意識の高まりを踏まえ、地球温暖化対策の見える化やリサイクルの推
進など、県民や事業者の具体的な行動を促すための事業を、市町村や関係機
関との連携を図り強化する。また、県民、事業者、行政が一体となって環境
への負荷の少ない循環型社会の実現を目指すことを、広く啓発していく。

○湖沼の汚濁メカニズムの解明や海藻の循環利用などに取組み、より効果的
な水質保全対策を進める。

○数年後に満杯となる公共関与型最終処分場「クリーンパークいずも」の管
理型処分場の増設は事業実現が不可欠であり、県として必要な支援に取り組
んでいく。

○県バイオマス活用推進計画（H24策定）の周知や支援施策、地域の取組事
例等の情報提供を行うとともに、市町村が策定済のバイオマスタウン基本構
想の見直しや、市町村における新たなバイオマス活用推進計画の策定を促進
していく。

○みんなでつくる「しまね有機の郷」事業、「環境を守る農業宣言」推進業
務及び環境保全型農業直接支援対策など他事業との連携により、エコファー
マーの新規認定、更新を積極的に呼びかける。

○エコロジー農産物の新たな産地づくり（例：米の新品種「つや姫」）や販
売場所の設置をさらに進める。また、環境保全型農業を応援する消費者の拡
大、エコロジー農産物や同加工食品のPRや農業者との交流会等を展開し、農
業者と消費者の相互理解の醸成を図る。

公共用水域における
BOD（COD)環境基準達
成率

Ｂ

○環境問題に高い関心がある中で省エ
ネや３Rの普及啓発等により環境にやさ
しい行動の広がりが見られる。

○宍道湖・中海の水質は、流入する汚
濁負荷量が減少する一方で、湖沼水質
保全計画の目標値を達成していない状
況である。加えて近年、アオコ、水草
等が異常発生している。

○廃棄物リサイクルの向上及び技術の
発展により一般廃棄物の最終処分量が
大幅に減少してきている。また、不法
投棄防止対策が奏功し、大規模な産業
廃棄物の不法投棄は発生していない。

○エコファーマーの新規認定者数が目
標通りに増加し、エコロジー農産物推
奨面積や環境を守る農業宣言件数も順
調に伸びていることから、農業分野で
の環境負荷軽減への取組は確実に広
がっていると考えられる。

Ｂ

○東日本大震災以降の再生可能エネル
ギーに対する関心の高まりを背景とし
て、太陽光発電に対する県補助制度の
創設や固定価格買取制度の開始によ
り、太陽光発電を中心に行政、民間の
事業者などの取り組みが活発化してい
る。

○バイオマス発電はＨ２４年度に新規
稼働した施設は無いが、Ｈ２７年度発
電開始に向けて県内２箇所で事業が進
んでいる。また、製材所の木材乾燥用
ボイラーや温泉施設での給湯用ボイ
ラーの導入など熱利用は進みつつあ
る。

○県企業局の風力発電については、海
外製部品調達の短縮化や故障対応業者
の複数化による復旧体制の充実を図っ
てきたが、発電量の増加に向けた故障
の未然防止が課題となっている。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

％ 58 49.6 60

団体 1,349 1,617 1,424

施策２
市町村との
更なる連携
による行政
の推進

○住民に最も身近な基礎自治

体である市町村が、地域にお

ける充実した行政サービスを

提供できるよう支援するとと

もに、分権時代にふさわしい

県と市町村の役割分担のもと

での、連携・協力を進めま

す。

Ａ

（市町村行財政）
・地方交付税を始めとする財政措置の
充実の国への要望、交付税及び地方債
制度の説明会の開催などの取り組みを
通じて、近年は市町村の財政指標は改
善の傾向を示している。

（特定地域振興法関連）
・特定地域振興法の施策の活用によ
り、市町村でのコミュニティ維持の取
り組みが進み、地域運営コミュニティ
の再生に取り組む住民自治組織の数も
概ね目標を達成し、順調に推移してい
る。

（石見地域振興）
・各市町において、地域資源を活用し
ていく機運が高まっており、広域的な
課題への対応のため連携の動きも出て
きた。

（市町村行財政）
・各種課題に対し、市町村の自主性を尊重しつつ市長会や町村会などとも連
携して、情報提供・相談・助言を随時行う。
（特定地域振興法関連）
・特定地域振興法の制度の拡充、財源措置の強化について国に働きかけてい
く。
・特定地域の振興に向けた国の制度等の活用について、市町村への情報提供
や相談対応により効果的な事業実施ができるよう支援していく。

（石見地域振興）
・若手・中堅市町職員間の連携機運の醸成と、政策形成能力や企画調整能力
を向上させるための仕掛けづくりを支援。
・石見地域全体としての情報発信の手段や情報発信元の選定などの検討を支
援。

計画の推進に向
けた県の基本姿
勢

対等なパートナーシッ
プを基本として、市町
村の行財政運営に支障
が生じないよう国に働
きかけるとともに、必
要な支援・助言を行っ
ていきます。

施策１
県民の総力
を結集でき
る行政の推
進

○対話を重視し、双方向の情

報共有を進めながら、県民の

声がよく県政に反映できる体

制を整えるとともに、県民・

企業・NPOなどとの幅広い協働

を進めることにより、県民が

主体的に地域づくりに参画す

る総力結集型の行政を推進し

ます。

県の広報に対する満足
度

県と協働した年間団体
数

Ｂ

○直接・間接の広聴事業により、県民
の意見を幅広く聴取した。

○地域バランスに配慮した適時・適切
な広報事業を実施している。

○行政資料の閲覧・貸出は、電子媒体
による利用が増加しており、電子化を
進めることが必要。

○過疎対策事業債のソフト事業分の活
用などにより、市町村で住民主体の地
域活性化対策の取組が進んでいる。

○県と協働した年間団体数は目標値に
達しているが、道路、河川等公共用財
産を地域や団体が草刈りや清掃を行
い、愛護する取組み（アダプトシステ
ム）によるものが大半であり、事業提
案型の協働事業を進めるなど事業の協
働化に向けた検証が必要。

○しまね社会貢献基金協働推進事業で
の支援や、ＮＰＯ法人の活動基盤強化
に向けての各種講座を実施することに
より、ＮＰＯ法人の体質強化や協働事
業への取組を支援している。

○幅広く県民意見を聴取するため、引き続き各種広聴事業の周知を図るとと
もに、県政世論調査などの回答率向上に努める。

○青年期の県民が利用するメディアへの、より積極的なアクセスの増加策を
講じるとともに、県民に分かりやすく、情報を入手しやすいＨＰ（島根県の
トップページなど）となるよう改修を行っていく。離島があり東西に長い県
土の特徴を踏まえ、地域的なバランスにも配慮しながら、適時・適切な情報
提供に努める。また、ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨを積極的に活用することにより、県民にとっ
て身近な情報や施策をわかりやすく、タイムリーに提供していく。

○行政資料の電子化を進め、ホームページへの掲載を増やすことが必要。一
方で、窓口での閲覧・貸出の要請も依然としてあることから、行政資料の充
実に努め、各機関に資料提供の要請を引き続き行っていく。

○しまね暮らし推進課、隠岐支庁県民局、西部県民センターが、他部局や市
町村と横断的に連携し、観光振興、産業振興、コミュニティの活性化、都市
との交流促進等、多岐にわたる地域課題について、地域住民等と協働し、地
域の課題解決や活性化に資する取組を推進する。特に過疎地域においては、
過疎債（ソフト事業分）枠の確保を図り、市町村の取組の財源的な支援を図
る。

○協働推進員への研修などを通じて、各所属において既存及び新規事業の協
働化に向けた取組を喚起する。
　・「協働の手引き」を改訂し、職員への周知及び協働事業の推進に活用す
る。
　・協働事業実施状況調査を実施することにより「協働」への意識を高め
る。
　・しまね社会貢献基金登録団体をはじめとするNPO団体の情報提供を行
い、協働の取組につなげていく。

地方交付税を初めとする財政措置の充実を国に要
望した。また、交付税及び地方債制度の説明会な
どにより支援・助言を実施した。
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24年度 24年度 27年度

目標値 実績値 目標値

目的

単位指標名等

施策名 今後の施策全体の進め方と取り組みの方向性

評価時点（平成２５年８月）での総合的な評価

総合的
な評価

※）
判断理由

成果参考指標
政策

基
本
目
標

○成果志向などについて一定の理解は得られたが、さらに評価の質を向上さ
せるため、職員研修の内容が成果志向の実践につながるものとなるよう、専
門家の意見を聴きながら内容の充実を図り翌年度の研修につなげる。また、
事務事業の課題整理が予算編成につながるよう予算経理担当者がその課題を
把握できるようフィードバックする。

○職員アンケートの結果も参考にしながら、行政評価システムの効率的な運
用に向けた改良について検討する。

○総合発展計画の進捗状況などが県民に分かりやすい公表となるよう取り組
む。

○国等への提案・要望活動については、国の動き等を踏まえて、当県が抱え
る課題の中から提案・要望すべき項目を的確に整理した上で、タイムリーな
提案・要望活動を行っていく。そのため、関係部局や関係県との連携を一層
深め、日々の的確な情勢把握に努めていく。

○引き続き、組織体制について、時代の変化に対応した簡素で効率的な組織
となるよう、適宜、柔軟に見直す。

○人材育成基本方針に基づき、引き続き、人材育成推進員を通じて、職場環
境づくりの取り組みや、研修に参加しやすい環境づくりを推進するととも
に、さらなる効率的・効果的な研修の企画・実施を図る。

○人材育成基本方針推進会議メンバーを中心に、求められる人材、職員像、
育成方法等について議論を行い、必要に応じ基本方針の見直しを行う。

各職場の人材育成推進員を核とした職場研修を中
心に、職員一人ひとりの資質向上、風通しのよい
職場環境づくりや、ＮＰＯ法人等との相互理解へ
の取り組みを行った。

15程度

○「今後の財政健全化の取組み方針（Ｈ２４年３月策定）」に沿って改善を
図るとともに、歳入の約６割を国等に依存することから、今後もその動向を
注視するとともに、所要の財源の確保、歳出規模の見直しを情勢に応じて柔
軟に対応する。

○課税自主権の活用を図るため、先進県の情報収集と分析、これまでの取組
の評価等を行い、３税目それぞれのあり方検討を開始する。

○滞納額の縮減に向け、個人住民税の給与からの特別徴収を促進する取組を
市町村と連携して実施する。

喫緊の行政課題などに対応するため、防災部の新
設や地方機関への係長制導入などの所要の組織改
正を行い、時代の変化に迅速に対応できる組織の
構築に取り組んだ。

組織体制については、
時代の変化に対応した
簡素で効率的な体制と
なるよう、適宜、柔軟
に見直します。

Ａ

Ｂ

施策４
迅速に活動
できる組織
の運営

○時代の変化に迅速に対応で

きる柔軟で活動的な組織の構

築に向け、民間の知恵や経験

も取り入れるなど不断の見直

しを行うとともに、職員の一

層の資質の向上を図ることに

より、効率的な行政運営を図

ります。

計画の推進に向
けた県の基本姿

勢

施策３
財政健全化
に向けた改
革の推進

○中長期的に持続可能な財政

運営の実現に向けて、県民の

暮らしや企業活動などへの影

響に十分配慮しながら、財政

健全化基本方針に基づく改革

を推進します。

○行政内部の歳出削減努力の

徹底に加え、あらゆる事業の

見直しを進めることによっ

て、将来にわたり安定的な財

政運営が行えるようにしま

す。

Ｂ

○「今後の財政健全化の取組み方針
（Ｈ２４年３月策定）」に沿った取組
みにより、各年度の収支不足額を想定
した範囲内に止めることができてお
り、Ｈ２４年度の決算段階では目標と
する収支不足額３０億円を下回る2７億
円となった。
一方で、歳入に占める自主財源は１／
３程度の規模であり、その多くを国庫
支出金や地方交付税等に依存する構造
に大きな変化は見込めないことから、
経済情勢、国の予算、地方財政対策等
の動向に留意し、毎年度、適切に予算
規模を見積もり、柔軟に財政健全化の
取組みを見直すことが必要

毎年度発生する収支不
足額（収支改善後）

億円程度 30程度 27

○行政評価について、きめ細やかな研
修やフォローにより、職員の成果志向
への理解度は進んできている。評価業
務のさらなる効率化のため、職員の意
見を踏まえて、逐次システムの改良を
行っている。施策改善や予算編成への
活用への貢献度をさらに高めるよう取
り組む必要がある。

○国等への提案要望活動については、
すぐに実現することは難しいもので
も、長期的な視点を持って提案要望を
行っている事項もあり、100％措置とい
う状況ではないが、課題解決に大きく
貢献している。

○隣県等との連携促進では、各県やブ
ロックが抱える共通課題について会議
を開催し、率直な意見交換を行い共通
認識を持つことができている。

○各種統計資料を統計報告書やしまね
統計情報データベースで、幅広く情報
提供し、県民等利用者の活用に供して
いる。

施策５
政策推進シ
ステムの充
実

○島根総合発展計画に掲げる

将来像と基本目標の達成に向

けて、県民満足度の視点か

ら、施策の成果の検証と評価

を実施し、以後の施策の改善

に結びつけるマネジメントの

取組を徹底し、その状況を広

く公表します。

島根総合発展計画の目
標達成に向けて、行政
評価システムを効果的
に運用し、行政評価結
果を施策の改善に役立
てるとともに、計画の
進捗状況を県民に分か
りやすく公表します。

①行政評価に関する職員アンケート結果では、
「行政評価の結果により事業の改善策を実施し
た」、または「具体的な改善策を検討中」の事業
が635事業で、事務事業数全体の93.4%であった。
　また、事務事業評価について、より良い事業展
開に向けた課題整理等が「できた・どちらかとい
うとできた」人が81.1%であった。

②効率化・簡素化のため、評価シートの項目を見
直し、一部修正を行った。

職員の育成について
は、一人ひとりの能力
開発を進め「県を取り
巻く情勢や県民の声に
敏感で」「よく考え、
よく議論し、創造し」
「何事にもチャレンジ
精神を持って取り組
む」姿勢を育てます。

○組織体制について、時代の変化に対
応した簡素で効率的な体制となるよう
見直しを実施した。また、職員一人ひ
とりの能力開発と一層の資質向上を
図った。
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